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提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

090020
京都地区における混合診療の解
禁

健康保険法（大正１１年
法律第７０号）第８６条
保険医療機関及び保険
医療養担当規則（昭和
３２年厚生省令第１５
号）第５条、第１８条等

保険診療と保険外の診療については、すで
に一定の要件のもと認められている。

先進医療制度を適用できないがん患者を京都
地区において治療する際に混合診療を認める措
置を求める

健康保険が適用される標準治療単独では進行がんの治癒は困難である。一方、先進医療制度は治験
を目的とし、症状及び治療履歴が多様な進行がん患者の大半がエントリー条件に適合しない。現状、患
者は保険・自由診療の二者択一を迫られる。弊社は、京都に細胞培養センターを所有、在京都の医療
機関がこれを利用し、がん免疫細胞療法を医師法に基き自由診療として実施している。患者生存のた
めの治療の選択肢を拡大するため、京都において進行がんの治療として、免疫細胞療法と他の標準治
療あるいは検査などの混合診療の例外的承認を求める。

D

現在、治験については、保険診療との併用が認められているほか、新規の
医療技術に関しても、将来的な保険導入のための評価を行う目的で、安全
性・有効性等が確認されたものについて、保険診療との併用を認めている
ところであり、現行の制度に申請していただくことで十分に対応可能である
と考えている。

なお、保険診療と保険外診療の併用を無制限に解禁することについては、
① 患者に対して保険外の負担を求めることが一般化し、患者の負担が不
当に拡大するおそれがあることや
② 安全性・有効性等が確認されていない医療の実施を助長するおそれが
あること
から、適切ではなく、一定の適切なルールを設定し、その枠組みの下で実
施することが重要であると考えている。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

先進医療制度では対応できないケースにおける混合診療の規制緩
和を要求しているのに対し、先進医療制度の適用で対応可能、とい
う回答では、全くの｢すれ違い」です。文書では趣旨が伝わらないと
いうことですので面談の上での説明機会を要求します。　なお、回答
では、混合診療の無制限な拡大についての懸念を表明されていま
すが、当方の要求は無制限な拡大ではなく、あくまでも国民健康保
険適用可能な標準治療では治癒が望めない「進行がん」に対象を限
定しております。つまり健康保険診療では満足な対応ができない
ケースに限定しているのであって、その意味でも回答は的がずれて
います。

D（現行規
定により
対応可
能）

先進医療制度は、申請のあった医療技術について、公開の先進
医療専門家会議における審議の結果、一定の有効性・安全性が
認められた医療技術については保険診療との併用を可能とする制
度である。この制度は特定の技術や特定の疾患を排除するもので
はなく、治療効果が分かる資料等により申請の相談があれば対応
したい。
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リンパ球バンク
株式会社

東京都 厚生労働省

090030

　北海道医療大学大学院看護福
祉学研究科博士前期・後期課程
（看護学専攻）のナースプラクティ
ショナー養成コースを修了し、プ
ライマリ・ケアに関する専門知識・
技術を有すると教育機関での
終試験で認められた者（以下、
「診療看護師」という。）が、緊急
性が低く、突発的な症状を呈して
いる患者に対し、医学的診断・治
療を行うことができるように規制
を緩和

医師法第17条 医師でなければ医業をなしてはならない。

①　医師と協働して症状別のプロトコールを作成
し、そのプロトコール内での診断・治療　（薬物療
法を含む）、を行うことができる。また、その診断
結果を患者に直接伝えることができる。

②　緊急性が低く、突発的な症状とは、かぜ症
状、頭部を除く打撲、擦過傷、捻挫などを指す。

③　患者の病状が想定外に変化した場合は、直
ちに医師に報告し、指示を受けることとする。

【プロトコール】
プロトコールとは、現在のエビデンスを基に、ガ
イドライン等を用いて、あらかじめ医師と協働し
て作成した治療指針を書面で示したもの

　　医師不足の医療施設等では、救急外来当番などで夜間の救急診療を行う際、軽症から重症の患者
まで多くの患者を当直担当の勤務医が一手に引き受けている現状がある。また、在宅患者においても、
緊急性の低い突発的な症状を呈する場合もある。それらの患者に対して、診療看護師が医学的診断・
治療を行うことにより、患者に対しても迅速な対応が期待でき、また医師の負担軽減に繋がる。
【効果】
①　軽症患者を診療看護師が診察することにより、迅速な対応が可能となり、地域住民の安心に繋が
る。
②　救急医療現場での医師の負担が軽減される。
③　プロトコールを作成することにより、標準化された治療が提供されることとなり、医療の質保証に繋
がる。
④　医師は医師でなければ行えない専門的な医療に専念できるようになり、医療の効率化、高度化、先
進化に繫がる。
⑤　緊急性が低い症状とはいえ早期対応により深刻な合併症を予防することができる。
⑥　看護師は、自律性の高い医療を提供できることにより、職業的満足度が向上、その結果として離職
率低下に繋がる。また、キャリアアップの機会の拡大となり、質の高い看護職の確保に繋がる。

D

　平成22年3月19日に「チーム医療の推進に関する検討会」で取りまとめら
れた報告書において、看護師が「診療の補助」として安全に実施すること
ができる行為の範囲を拡大する方向性が明確化されるとともに、一定の医
学的教育・実務経験を前提に専門的な臨床実践能力を有する看護師が従
来より幅広い医行為を医師の指示を受けて実施できる新たな枠組み（特定
看護師（仮称）制度）を構築すべきと提言されている。
　今年度、当該提言を具体化するために、実態調査やモデル事業を実施し
ながら検討を進める予定であり、本特区提案者の御提案も十分に勘案し
てまいりたい。
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北海道医療大
学

北海道 厚生労働省

090040

北海道医療大学大学院看護福祉
学研究科博士前期・後期課程（看
護学専攻）のナースプラクティショ
ナー養成コースを修了し、プライ
マリ・ケアに関する専門知識・技
術を有すると教育機関での 終
試験で認められた者（以下、「診
療看護師」という。）が、症状の安
定している慢性疾患患者に対し
医学的診断・治療を行い、継続的
医療が提供できるように規制を緩
和

医師法第17条 医師でなければ医業をなしてはならない。

①　医師と協働して症状別・疾患別のプロトコー
ルを作成し、その範囲内で症状の安定した高血
圧症や糖尿病などの慢性疾患患者に対して、診
断・治療　（薬物療法を含む）を提供することがで
きる。患者の状態に関して患者に直接伝えること
ができる。

②　診療行為の中で疑義が生じた場合、あるい
は診療看護師自ら判断することが難しい場合
は、直ちに医師に報告し、指示を受ける。

※プロトコールとは、現在のエビデンスを基に、
ガイドライン等を用いて、あらかじめ医師と協働
して作成した治療指針を書面で示したもの

　　医師不足の医療施設等または医療サービスが十分に行き届かない在宅では、病状の安定した慢性
疾患患者が外来等で長時間待たされたり、わざわざ来院しなければならないなど、様々な不便が生じて
いる。また、慢性疾患患者というのは他の合併症を併発するリスクが高い。そのため、それらを早期発
見できるような時間をかけた医療面接、検査、患者教育が必要となる。そのためそれらを総合的に行う
ことのできる診療看護師は、患者にとって利便性が高く、効率的な医療を提供できる。
【効果】
①　現状において十分な医療サービスが提供されていない地域住民に対し、きめ細かい医療サービス
を提供することが可能となる。
②　医療のアクセスが良くなることで、患者が自分の生活に費やすことのできる時間が確保でき、結果と
して労働力確保に繋がる。
③　合併症を併発するリスクの高い慢性疾患患者に対して、早期に合併症を発見することにより、患者
のQOL向上、医療費削減に繋がる。
④　診療看護師が患者の病状について丁寧に説明し、患者の生活状態に応じた個別的な生活・健康指
導等を行うことにより、患者や家族の満足度を高めることができる。
⑤ 看護師は、自律性の高い医療を提供できることにより、職業的満足度が向上、その結果として離職
率低下に繋がる。また、キャリアアップの機会の拡大となり、質の高い看護職の確保に繋がる。
⑥　医師は医師でなければ行えない専門的な医療に専念できるようになり、医療の効率化、高度化、先
進化に繫がる。

D

　平成22年3月19日に「チーム医療の推進に関する検討会」で取りまとめら
れた報告書において、看護師が「診療の補助」として安全に実施すること
ができる行為の範囲を拡大する方向性が明確化されるとともに、一定の医
学的教育・実務経験を前提に専門的な臨床実践能力を有する看護師が従
来より幅広い医行為を医師の指示を受けて実施できる新たな枠組み（特定
看護師（仮称）制度）を構築すべきと提言されている。
　今年度、当該提言を具体化するために、実態調査やモデル事業を実施し
ながら検討を進める予定であり、本特区提案者の御提案も十分に勘案し
てまいりたい。
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北海道医療大
学

北海道 厚生労働省

090050

　北海道医療大学大学院看護福
祉学研究科博士前期・後期課程
（看護学専攻）のナースプラクティ
ショナー養成コースを修了し、プ
ライマリ・ケアに関する専門知識・
技術を有すると教育機関での
終試験で認められた者（以下、
「診療看護師」という。）が、予防
接種（インフルエンザワクチン、小
児ウイルスワクチン、肺炎球菌ワ
クチン等）実施の判断を行い、患
者に副反応を説明し同意を得るこ
とができるよう規制を緩和

医師法第17条 医師でなければ医業をなしてはならない。

①　小児・成人・老年期にある人に対し、必要な
予防接種を特定し、その実施のための判断を行
うことができる。

②　予防接種による副反応について説明を患者
に行い、予防接種実施に関する同意書を患者に
求めることができる。

③判断の中で疑義が生じた場合、あるいは診療
看護師が自ら判断することが難しい場合は、直
ちに医師に報告し、指示を受けることとする。

　医師不足の医療施設等では、予防接種実施の判断及び副反応の説明のために医師の時間が割か
れている。また在宅患者においては、予防接種を受けるだけのために外来受診が必要である。診療看
護師が予防接種実施の判断及び副反応の説明を行うことにより、予防接種率の向上が期待でき、感染
症が予防、及び医療費削減に繋がる。
【効果】
① 予防接種率向上が期待でき、その結果としての感染症予防による死亡率減少、医療費削減に繋が
る。
②　在宅患者や、現状において十分な医療サービスが提供されていない地域住民に対し、医療サービ
ス向上に繋がる。
③ 自律性の高い役割を看護師が担うことになり、職業満足度の向上により、離職率低下が期待でき
る。また、キャリアアップの機会の拡大となり、質の高い看護職の確保に繋がる
④　医師は医師でなければ行えない専門的な医療に専念できるようになり、医療の効率化、高度化、先
進化に繫がる。

D

　平成22年3月19日に「チーム医療の推進に関する検討会」で取りまとめら
れた報告書において、看護師が「診療の補助」として安全に実施すること
ができる行為の範囲を拡大する方向性が明確化されるとともに、一定の医
学的教育・実務経験を前提に専門的な臨床実践能力を有する看護師が従
来より幅広い医行為を医師の指示を受けて実施できる新たな枠組み（特定
看護師（仮称）制度）を構築すべきと提言されている。
　今年度、当該提言を具体化するために、実態調査やモデル事業を実施し
ながら検討を進める予定であり、本特区提案者の御提案も十分に勘案し
てまいりたい。

D

0
0
1
4
0
3
0

北海道医療大
学

北海道 厚生労働省

090060

北海道医療大学大学院看護福祉
学研究科博士前期・後期課程（看
護学専攻）のナースプラクティショ
ナー養成コースを修了し、プライ
マリ・ケアに関する専門知識・技
術を有すると教育機関での 終
試験で認められた者（以下、「診
療看護師」という。）が、輸液療法
実施に関しての判断を行い、その
実施に必要なカテーテルの挿入
を行うことができるように規制を
緩和

医師法第17条 医師でなければ医業をなしてはならない。

①　医師と協働して輸液療法に関するプロトコー
ルを作成し、その範囲内で輸液療法の実施及び
中止の判断を行うことができる。

②　長期の輸液療法で必要となる末梢静脈挿入
式中心静脈カテーテルやミッドラインカテーテル
を挿入することができる。正しく挿入されている
かの確認は医師が行う。

③　患者の病状が想定外に変化した場合は、直
ちに医師に報告し、指示を受ける。

※プロトコールとは、現在のエビデンスを基に、
ガイドライン等を用いて、あらかじめ医師と協働
して作成した治療指針を書面で示したもの

　医師不足の医療施設等または医療サービスが十分に行き届かない在宅では、脱水症状など輸液療
法が必要な患者に対し入院をしてもらい輸液療法を行う場合が多い。輸液療法のみ必要な患者にとっ
て、入院ではなく、在宅で輸液療法を行うことができれば、不必要な入院を回避できる。また、その際
に、診療看護師が末梢中心静脈ラインやミッドラインを挿入することができると、血管アクセスが不良の
患者に対して、何度も静脈注射を行う必要がなく、患者の苦痛軽減に繋がる。末梢中心静脈ラインは、
通常の中心静脈ラインと異なり、末梢静脈から挿入する中心静脈であるため、穿刺の際の気胸・血胸
のリスクが低いため、安全な医療の提供に繋がる。また、医師が中心静脈カテーテルを入れる機会が
減り、負担軽減が期待できる。
【効果】
① 診療看護師が輸液療法管理を行うことにより、患者の生活に合った輸液療法、例えば在宅での治療
が可能となる。その結果、患者のQOLの向上、不必要な入院を回避でき、医療費削減に繋がる。
②　末梢中心静脈ラインは上記に述べたとおり、中心静脈ラインと比較して安全に挿入できるため、患
者にとって安心できる医療の提供に繋がる。同時に、医療過誤のリスクが減少する。
③ 自律性の高い役割を看護師が担うことになり、職業満足度の向上により、離職率低下が期待でき
る。また、キャリアアップの機会の拡大となり、質の高い看護職の確保に繋がる。
④ 医師の負担軽減により医師が専門性の高い業務に専念することができ、医療の効率化および医療
の高度化・先進化に繫がる。

D

　平成22年3月19日に「チーム医療の推進に関する検討会」で取りまとめら
れた報告書において、看護師が「診療の補助」として安全に実施すること
ができる行為の範囲を拡大する方向性が明確化されるとともに、一定の医
学的教育・実務経験を前提に専門的な臨床実践能力を有する看護師が従
来より幅広い医行為を医師の指示を受けて実施できる新たな枠組み（特定
看護師（仮称）制度）を構築すべきと提言されている。
　今年度、当該提言を具体化するために、実態調査やモデル事業を実施し
ながら検討を進める予定であり、本特区提案者の御提案も十分に勘案し
てまいりたい。
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北海道医療大
学

北海道 厚生労働省

090070

北海道医療大学大学院看護福祉
学研究科博士前期・後期課程（看
護学専攻）のナースプラクティショ
ナー養成コースを修了し、プライ
マリ・ケアに関する専門知識・技
術を有すると教育機関での 終
試験で認められた者（以下、「診
療看護師」という。）が、がん検診
を実施し、そしてその結果を検診
受診者に説明できるように規制を
緩和

医師法第17条 医師でなければ医業をなしてはならない。

①　診療看護師が子宮頚がん検診のため、問
診・細胞診が実施でき、その結果を検診受診者
に説明できるように規制を緩和

②　診療看護師が前立腺がん検診のため、問
診・血液検査（PSA)をオーダーでき、必要に応じ
て直腸診が実施できる、またその結果を検診受
診者に説明できるように規制を緩和

③　診療看護師が乳がん検診のため、問診・視
触診が実施でき、その結果を検診受診者に説明
できるように規制を緩和

　がん基本対策法に基づきがん基本計画が立案されているが、その中でがん検診受診率50％以上とい
う目標が掲げられている。現実の受診率は目標に到達しておらず、がんの早期発見のためにも検診受
診の機会を増やす必要がある。診療看護師ががん検診を行うことにより、地域住民に対しての医療
サービス拡大が可能となり、検診受診率向上が期待できる。
【効果】
①　がん検診受診率の向上、その結果としてがんの早期発見・早期治療に繋がり、がんによる死亡率
低下、及び医療費削減が期待できる。
②　在宅で問診や可能ながんスクリーニング項目を実施することにより、医療へのアクセスの悪い住民
に対してもがん検診を推進することが可能となる。
③　医師は、高度ながん治療に専念することができ、医療の効率化に繋がる。
④　がん検診結果について、丁寧に診療看護師が説明することにより、住民のがん検診に対する意識
が高まる。
⑤　 自律性の高い役割を看護師が担うことになり、職業満足度の向上により、離職率低下が期待でき
る。また、キャリアアップの機会の拡大となり、質の高い看護職の確保に繋がる。
⑥ 医師の負担軽減により医師が専門性の高い業務に専念することができ、医療の効率化および医療
の高度化・先進化に繫がる。

D

　平成22年3月19日に「チーム医療の推進に関する検討会」で取りまとめら
れた報告書において、看護師が「診療の補助」として安全に実施すること
ができる行為の範囲を拡大する方向性が明確化されるとともに、一定の医
学的教育・実務経験を前提に専門的な臨床実践能力を有する看護師が従
来より幅広い医行為を医師の指示を受けて実施できる新たな枠組み（特定
看護師（仮称）制度）を構築すべきと提言されている。
　今年度、当該提言を具体化するために、実態調査やモデル事業を実施し
ながら検討を進める予定であり、本特区提案者の御提案も十分に勘案し
てまいりたい。
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090080

北海道医療大学大学院看護福祉
学研究科博士前期・後期課程（看
護学専攻）のナースプラクティショ
ナー養成カリキュラムを修了し、
プライマリ・ケアに関する専門知
識・技術を有すると教育機関での

終試験で認められた者（以下、
「診療看護師」という。）が、排尿
障害を持つ患者に対して、医学
的診断・内科的治療を行うことが
できるように規制を緩和

医師法第17条 医師でなければ医業をなしてはならない。

①　あらかじめ医師と協働して作成したプロト
コールに基づき、排尿障害を持つ患者に対し
て、医学的診断を行うことができる

②　診断に基づき、外科的治療が必要な患者を
除き、内科的治療（薬物療法を含む）、尿道カ
テーテル挿入・抜去の判断を行うことができる

③　診断で明らかになったことを、本人に伝える
ことができるように規制を緩和

【プロトコール】
プロトコールとは、現在のエビデンスを基に、ガ
イドライン等を用いて、あらかじめ医師と協働し
て治療指針を書面で示したもの

　高齢化社会に伴い、何らかの排尿障害を持つ患者は増加しているが、医療機関に受診し、適切な診
断・治療を受けていない患者は多い。患者の生活アセスメント技術を持ち、排尿障害の病態生理を理解
している診療看護師が、医学的診断、患者の生活背景を考慮した治療を提供することにより、患者の
QOL向上に繋がる。また、在宅や老人介護施設など医師不足の現場では、診療看護師が排尿障害に
ついて医学的診断・治療を行うことで、迅速な対応が可能となる。
【効果】
①　排尿障害という健康問題は、生活に密着している問題である。生活に対してアセスメントすることの
できる診療看護師が、医学的診断に基づき、生活背景を考慮した治療を決定することができることによ
り、患者のQOL向上に繋がる。
②　排尿障害に対して、適切な診断・治療を行うことにより、膀胱炎や皮膚障害などの合併症を予防す
ることができる。これも患者のQOL向上に繋がり、また医療費削減が期待できる。
③　在宅や老人介護施設など、医師不足の状況において、診療看護師が排尿障害の問題に取り組むこ
とにより、迅速な対応が可能となる。
④　自律性の高い役割を看護師が担うことになり、職業満足度の向上により、離職率低下が期待でき
る。また、キャリアアップの機会の拡大となり、質の高い看護職の確保に繋がる。
⑤ 医師の負担軽減により医師が専門性の高い業務に専念することができ、医療の効率化および医療
の高度化・先進化に繫がる。

D

　平成22年3月19日に「チーム医療の推進に関する検討会」で取りまとめら
れた報告書において、看護師が「診療の補助」として安全に実施すること
ができる行為の範囲を拡大する方向性が明確化されるとともに、一定の医
学的教育・実務経験を前提に専門的な臨床実践能力を有する看護師が従
来より幅広い医行為を医師の指示を受けて実施できる新たな枠組み（特定
看護師（仮称）制度）を構築すべきと提言されている。
　今年度、当該提言を具体化するために、実態調査やモデル事業を実施し
ながら検討を進める予定であり、本特区提案者の御提案も十分に勘案し
てまいりたい。
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090090

  北海道医療大学大学院看護福
祉学研究科博士前期・後期課程
（看護学専攻）のナースプラクティ
ショナー養成コースを修了し、プ
ライマリ・ケアに関する専門知識・
技術を有すると教育機関での
終試験で認められた者（以下、
「診療看護師」という。）が、在宅
等で療養中の胃瘻造設している
患者のカテーテル交換ができるよ
う規制を緩和

医師法第17条 医師でなければ医業をなしてはならない。

  下記条件の全てを満たす場合は、診療看護師
が胃瘻を造設している患者の定期的なカテーテ
ル交換ができる。

①　在宅あるいは介護老人保健施設等で療養
中の成人・高齢患者であること
② 皮膚、胃あるいは関連消化器官に重大な症
状・疾患をもたない患者であること
③　疑義が生じた場合、あるいは診療看護師で
は自ら判断することが難しい場合は、直ちに医
師に報告し、指示を受けること

   胃瘻を造設して在宅などで療養している患者は増加しており、定期的な交換のためだけに、患者は外
来受診する必要がある。診療看護師が定期的なカテーテル交換を行うことにより、患者にとって利便性
の高い医療を提供することができる。また、医師の負担軽減に繋がる。
【効果】
①　定期的なカテーテル交換を診療看護師が行うことにより、外来受診を必要とせず、在宅などでカ
テーテルの交換を行うことができ、患者の利便性が向上する。

②　医師への負担軽減により、医師が専門性の高い業務に専念することができ、医療の効率化および
医療の高度化・先進化に繫がる。

D

　平成22年3月19日に「チーム医療の推進に関する検討会」で取りまとめら
れた報告書において、看護師が「診療の補助」として安全に実施すること
ができる行為の範囲を拡大する方向性が明確化されるとともに、一定の医
学的教育・実務経験を前提に専門的な臨床実践能力を有する看護師が従
来より幅広い医行為を医師の指示を受けて実施できる新たな枠組み（特定
看護師（仮称）制度）を構築すべきと提言されている。
　今年度、当該提言を具体化するために、実態調査やモデル事業を実施し
ながら検討を進める予定であり、本特区提案者の御提案も十分に勘案し
てまいりたい。
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090100

　北海道医療大学大学院看護福
祉学研究科博士前期・後期課程
（看護学専攻）のナースプラクティ
ショナー養成コースを修了し、プ
ライマリ・ケアに関する専門知識・
技術を有すると教育機関での
終試験で認められた者（以下、
「診療看護師」という。）が、在宅
で終末期ケアを行ってきた成人・
高齢患者に対して死亡を確認す
ることができるよう規制を緩和

医師法第17条 医師でなければ医業をなしてはならない。

　下記条件の全てを満たす場合は、診療看護師
が死亡を確認することができる。

①　医療サービスが十分行き届かない在宅で終
末期ケアを行ってきた成人・高齢患者であること
②　死亡原因および死亡に至る経過が予測した
範囲内であること
③　事後に診療看護師は死亡の報告書を作成
し、医師に報告すること

　医療サービスが十分に行き届かない在宅医療では、死亡した時点から医師による死亡の確認まで時
間を要している現状がある。また、死亡確認のためだけに、患者の臨終において医療施設に救急搬送
されてくる場合もある。診療看護師が、在宅で患者の死亡確認により、患者の家族等の精神的負担が
軽減されると同時に、在宅での看取りを希望する患者・家族の意向に沿うことが可能となる。死亡確認
のために、在宅に訪問する医師への負担軽減となることにも繋がる。
【効果】
①　診療看護師が死亡を確認し、より迅速な死亡確認が可能となれば、患者の家族等の精神的負担軽
減に繋がる。
②　在宅での臨終を希望する患者および家族の意向に沿うことが可能となる。
③　　医師への負担軽減により、医師が専門性の高い業務に専念することができ、医療の効率化およ
び医療の高度化・先進化に繫がる。

C Ⅰ

　「死亡の確認」は、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなけれ
ば人体に危害を及ぼす行為であり、看護師のみで当該行為を実施するこ
とは認められない。
　なお、診断書を医師が 終的に確認し署名することを条件に、看護師等
が医師の補助者として記載を代行することは、可能である。

C Ⅰ
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090110

  北海道医療大学大学院看護福
祉学研究科博士前期・後期課程
（看護学専攻）のナースプラクティ
ショナー養成コースを履修してい
る学生が、医学的診断・治療（薬
物療法を含む）・処置を実習とし
て実施することを許容すること。

医師法第17条 医師でなければ医業をなしてはならない。

　下記条件の全てを満たす場合は、ナースプラ
クティショナー養成コースを履修している学生が
医療機関等における実習として、医学的診断・
治療・処置を実施することができる。

①　事前に医師の了承を得ること
②　医師の指導監督の下で行うこと
③　医師に報告し確認を得ること
④　医師は別途実習対象になった患者に対し自
ら診察を行うこと

　ナースプラクティショナー養成コースの履修にあたっては、医療機関等において実際の患者に接し、医
学的診断、処方、処置を実践することが不可欠である。
　この場合、ナースプラクティショナー養成コース履修学生（以下、「学生」という。）の行う包括的健康ア
セスメント、処方、処置に関しては、実際に行う前に必ず医師の了承を得た上で、医師の指導監督下で
行うこととする。また、診断の経過および結果についても、学生は必ず医師に報告する。
　医師は自らの責任において別途実習対象になった患者に対し、自ら診察を行うこととする。
　将来診療看護師となるために教育上不可欠な医師の指導監督の下での実習としての医療行為は、医
師が自らの責任の下に行っているものと法的な性格においては差異はないと考えられる。以上につい
て確認の上、円滑に履修を実行したい。

D

　看護師の養成課程においては、看護師として行うことが可能な業務を指
導教官の監督の下、実習を行うことは可能である。
　平成22年3月19日に「チーム医療の推進に関する検討会」で取りまとめら
れた報告書において、看護師が「診療の補助」として安全に実施すること
ができる行為の範囲を拡大する方向性が明確化されるとともに、一定の医
学的教育・実務経験を前提に専門的な臨床実践能力を有する看護師が従
来より幅広い医行為を医師の指示を受けて実施できる新たな枠組み（特定
看護師（仮称）制度）を構築すべきと提言されている。
　今年度、当該提言を具体化するために、実態調査やモデル事業を実施し
ながら検討を進める予定であり、本特区提案者の御提案も十分に勘案し
てまいりたい。
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090120

医師等の医療技術研修、医療技
術の研究開発又は医療機器の研
究開発等の目的で死体を用いる
ことが可能となるよう死体解剖保
存法の運用の見直し・解釈の拡
大を求める

死体解剖保存法第１
条、第２条、第７条、第
９条、第１７条、第１９
条、第２１条

医学の教育又は研究のために行われる解
剖については、死体解剖保存法を遵守した
上で行うことができる。

現在の医療技術の水準、一般市民からの医療
に対する要求（高質・安全安心）等を考慮し、死
体解剖保存法にて医師及びコ・メディカルの医
療技術研修（卒後教育の一環）、医療技術の研
究開発及び医療機器の研究開発等の目的で死
体を用いることが可能となるよう当該法の運用
の見直し・解釈の拡大を求める。（別紙参照）

具体的には、厚労大臣による死体解剖資格認定者の監督・管理下にある施設にて医療技術研修・研究
及び医療機器の研究開発を従来の方法に加えて死体を用い効果的に行う。運営はNPO法人が主体と
して学・産連携で行い、運営には現行法に準じ所轄地の保健所長への申請、許認可等を取得し死体の
尊厳を十分に考慮した運営・管理体制とする。本事業の経済的社会効果としては、死体を用いることに
より総合的な医療技術研修が可能となり安全・安心な医療の普及、医療の効率化、医療体制の整備
（生活の安心確保）、医療費の抑制、日本人の体型に合う新たな医療機器開発・研究の活発化される事
が期待される。　　　　　　　　提案理由：良質で安全な医療が普及するには効果的な医療技術研修と研
究開発が行える設備・体制が必須である。現在、医療技術研修は実際に患者を治療・手術する場で修
練を積むOJTに加えて、動物・シミュレータ等により行われているが再現不十分な場面も多くあり、実際
にはOJTのみに頼っていると言っても過言ではない。第11次特区提案募集にて本件は「当該法上の解
剖とは、正常解剖及び病理解剖と解しており、今回の申請についてはいずれにも属さない」との理由で
却下されている。一方で医療技術修練の在り方に関する研究班（厚労科研費）が発足し討議され、手技
によっては死体を用いた医療技術修練が必要であり有効であるとの外科関連学会のコンセンサスが得
られたとの報告がある。また、実際には必要に迫られて既に死体を用いた医療技術修練が国内で多数
回実施されている現状を鑑みると、時代の要求を考慮し、法律または解釈等を早急に整備すべきであ
ると考える。（別紙参照）

F（提案の
実現に向
けて対応を
検討）

Ⅰ（法律
の手当が
必要）

○　医療技術研修等のための死体利用は、「解剖」に当たらないため、刑
法第190条の死体損壊罪との関係を整理するためには法改正が必要。
○　法改正を行うためには、当該死体利用に関する国民の合意が形成さ
れていることが必要。
○　現在実施中の研究（死体を利用した医療技術研修のニーズ等）の結
果を踏まえ、提案の実現に向けて、国民の合意形成の可能性について対
応策を検討。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、また、検討主
体・内容・プロセ
ス・検討を開始し
結論を得る時期
等について、再
度検討し回答さ
れたい。

●死体損壊罪との関係を整理するためには法改正が必要とある
が、その根拠を明示してもらいたい。　　　　　　　　　　　　●本件は数
次にわたり申請している内容であり、医療界の実情を踏まえた緊要
性のある問題である。これ以上の進展がみられないということであれ
ば、本件の判断に関わる行政当局責任者と医療関係者の間で公開
討議をする機会を設けていただきたい。また現在実施の研究成果も
踏まえ対策案を検討と回答されているが、いつまでに回答がいただ
けるか明確にしていただきたい。

F（提案の
実現に向
けて対応
を検討）

Ⅰ（法律
の手当が
必要）

○　死体解剖保存法は、死体の解剖について、刑法第３５条によ
る業務として違法性が阻却されるための要件を明確化したもので
ある。
○　「解剖」とは、一般的に、生物体の一部または全部を解き開い
て、その構造・各部間の関連を探求することをいうものであり、医
療技術研修等のための死体利用が「解剖」に当たると解すること
は困難であることから、御指摘の死体利用について、死体解剖保
存法の解釈を変更することで対応することはできない。
○　したがって、御指摘の死体利用について、刑法第190条の死体
損壊罪との関係を整理するためには法的措置が必要である。
○　法的措置を講じるためには、当該死体利用に関する国民の合
意が形成されていることが必要である。
○　現在実施中の研究（死体を利用した医療技術研修のニーズ
等）の結果を踏まえ、提案の実現に向けて、平成２３年度できるだ
け早期に結論を得るべく、国民の合意形成の可能性について対応
策を検討。

0
0
2
0
0
1
0

特定非営利活
動法人メリジャ
パン、日本整形
外科勤務医会、
日本人工関節
学会、日本脊椎
脊髄病学会、日
本脊椎インス
トゥルメンテー
ション学会、日
本内視鏡低侵
襲脊椎外科学
会、肩関節鏡手
術研究会、股関
節鏡フォーラム

愛知県 厚生労働省
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提
案
事
項

管
理
番
号

提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

090130
外傷患者の救急搬送の地域制限
の緩和

消防法第35条の5（救急
搬送）

都道府県は、傷病者の搬送及び受入れの
迅速かつ適切な実施を図るため、傷病者の
搬送及び受入れの実施に関する基準(実施
基準）を定めなければならないとされてい
る。
　実施基準においては、傷病者の状況に応
じた適切な医療の提供が行われるように分
類された医療機関のリスト等を定めることと
されている。

超広域外傷センターへの救急搬送は都道府県
の医療計画外とする。超広域外傷センターから
半径100km以内で発生した重度外傷患者や近く
の救急病院で受け入れを断られた外傷患者は、
都道府県境に関係なく、即時、超広域外傷セン
ターに搬送する。

多くの先進国に整備されている外傷センターが我が国には整備されていないために、防ぎ得た死と防ぎ
得た機能障害とが多数発生している。この中には多くの若年者が含まれており、国民総生産が低下して
いる。重度外傷患者の救命と機能回復とを行うには、どのような外傷にも対応できる高度の治療技術を
持った医師を必要数一か所に集め、24時間どのような外傷にも対応できる診療体制をとる必要がある
が、このような施設を都道府県ごとに作るのは効率が悪い。救急医療も含め現在の医療計画はすべて
都道府県単位で行われているが、超広域外傷センターの構想は都道府県の枠組みを超えて考える必
要がある。「新成長戦略」によれば、医療サービスの基盤強化のためには、「医療機関の機能分化と高
度・専門的医療の集約化を加速させる事」が求められており、本提案はこれに合致する。

D

消防法第３５条の５により、実施基準に基づき救急搬送が実施されている
が、実施基準は都道府県が地域の実情に応じて定めるものであり、搬送
先の医療機関として都道府県外の医療機関を定めることも可能となってい
る。
この点に関しては、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の策
定について」（平成２１年１０月２７日消防庁次長・厚生労働省医政局長通
知）において、都道府県間の調整について、「実施基準においては、隣接
都道府県及び隣接都道府県の医療機関と連携し、都道府県の区域を越え
た広域の対応を定めることもできる」と通知しているところである。
なお、医療計画制度においては、都道府県域を越える救急搬送に関する
規制は存在しない。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

近年、交通事故死者数は減少傾向にある一方、全国救命救急セン
ターに搬送された「防ぎ得た外傷患者の死亡率」が約40％であり、
外傷機能予後に関しても他の先進国の外傷センターシステムに比
較して著しく劣っていることに、国は危機感を持つべきである。昨今
のドクターヘリ活用などの救急医療の変化に即して、外傷患者の集
約化は喫緊の課題であり、医療法第30条の10に記載されている如
く、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、国策として外傷セ
ンターシステムを推進するべきである。そのため、救急外傷患者の
超広域外傷センターへの搬送ルールは、医療計画の特例として、国
が主導権を持って関係都道府県と協議し策定すべきである。

D（現行規
定により
対応可
能）

傷病者の搬送及び受入れの実施基準については、都道府県が、
それぞれの地域における医療提供体制の現状等、地域の実情に
応じて定めるものである。
搬送先の医療機関としては、都道府県外の医療機関を定めること
も可能となっており、この点に関しては、「傷病者の搬送及び受入
れの実施に関する基準の策定について」（平成２１年１０月２７日消
防庁次長・厚生労働省医政局長通知）において、「実施基準にお
いては、隣接都道府県及び隣接都道府県の医療機関と連携し、都
道府県の区域を越えた広域の対応を定めることもできる」と通知し
ているところである。
なお、医療計画制度においては、都道府県域を越える救急搬送に
関する規制は存在しない。

超広域外傷セ
ンター

0
0
2
3
0
1
0

個人 東京都
総務省
厚生労働省

090140 病床規制の緩和

医療法第30条の４第７
項及び第30条の11、医
療法施行令第５条の
４、医療法施行規則第
30条の32の２第１項第
５号

既存病床数が基準病床数を超える地域（病
床過剰地域）では、都道府県は、病院開設・
増床に対して、中止を勧告している。救急医
療に係る病床については、病床過剰地域で
あっても、都道府県は、厚生労働大臣の同
意を得た数を基準病床数に加えて、病院開
設・増床の許可を行うことができる。

超広域外傷センターの病床は、都道府県単位で
行われている医療計画の病床規制とは別に設
定する。

青壮年の社会復帰や高齢者の健康寿命の延伸には運動機能の回復が重要である。現行の救急医療
体制は、生命予後の改善のみを重視しているが、外傷治療では、生命予後のみならず機能の回復を図
る事が極めて重要である。そのためには救命の段階から、機能回復のための手術を行い、ごく初期か
ら適切なリハビリテーションを行わなければならない。まず救命を行い、別の医療機関で機能回復のた
めの手術を行い、その後リハビリテーションを行っていては 良の機能回復は臨めない。このシームレ
スな治療のためには、機能回復の治療まで超広域外傷センターで行う必要があり、超広域外傷セン
ターには十分な数の病床が必要である。現在、都道府県単位で行われている病床規制は超広域外傷
センターの構想となじまない。

D
救急医療に係る病床については、病床過剰地域であっても、都道府県は、
厚生労働大臣の同意を得た上で病院開設・増床の許可を行うことが可能と
なっており、病床規制の枠外となっている。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

救急医療を行う病床については、都道府県は許可を行うことが可能
であるが、逆に許可しないことも可能である（医療法第７条の２第２
項）。こうしたいわば開設拒否権は、既存の地域医療の保護のため
に必要であるが、都道府県に許可・不許可の権限が付与されている
こと自体が不当な規制に相当する場合もありうる。例えば、「羽田空
港の近くの湾岸地域において、事故等の重傷の外傷患者を専門と
する２４時間体制の救急医療の病床を開設。これにより、都心部で
不足する救急医療の増強となるだけでなく、万が一の大規模災害・
空港災害の際の拠点病院となる」　このような、災害時の拠点にもな
る救急病床の開設については、特例扱いすべきである。

D（現行規
定により
対応可
能）

救急医療に係る病床については、病床過剰地域であっても、都道
府県は、厚生労働大臣の同意を得た上で病院開設・増床の許可を
行うことが可能となっており、病床規制の枠外となっている。
都道府県は、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴いた上
で、病院開設・増床の許可について適切に判断を行っており、不当
な規制との指摘には当たらないものと考える。

超広域外傷セ
ンター

0
0
2
3
0
2
0

個人 東京都 厚生労働省

090150
ハイケアユニット入院医療管理料
の日数制限の撤廃。

診療報酬の算定方法
（平成20年厚生労働省
告示第59号）

ハイケアユニット入院医療管理料について
は、一定の施設基準を満たす保険医療機関
において、21日を限度として算定可能。

ハイケアユニット入院医療管理料の日数制限の
撤廃。

多発外傷・脊髄損傷など外傷の中には、疾病に比べて長期間の集中治療を必要とするものがある。し
たがって、外傷の救急医療ではハイケアユニットの適用期間が３週間では足りない。ハイケアユニットに
日数制限を設けることは、長期にICU・HCU管理が必要な重傷外傷患者の治療にはなじまない。

Ｃ Ⅲ

ハイケアユニット入院医療管理料の算定日数（２１日）を超えて集中的な治
療を行う場合については、保険請求上ハイケアユニット入院医療管理料は
算定できないこととなるが、その後は、入院基本料に加えて、行った治療行
為や薬剤料については出来高払いで算定できることとなっており、必要な
コストはまかなえるものと考えている。

なお、平成22年度診療報酬改定においては、点数の引き上げや算定要件
の緩和を行ったところ。

Ｃ Ⅲ
超広域外傷セ
ンター

0
0
2
3
0
3
0

個人 東京都 厚生労働省

090160

日本の免許を持たない外国の医
師や看護師でも一定の技術レベ
ルが認められれば日本国内で診
療が行えるよう規制緩和する。

外国人医師等が行う臨
床修練に係る医師法第
１７条等の特例等に関
する法律第３条、第４
条、第５条、第６条、第
７条、第９条、第１１条、
第１６条、第１７条、第１
８条、

日本の医師免許等を有しない外国人医師、
看護師等が、厚生労働大臣の許可を受け
て、適切な指導能力を有する日本の医師の
実地指導の下で、診療を行うことが可能であ
る。

国際外傷機能再建センターでは、日本の免許を
持たない外国の医師や看護師でも一定の技術
レベルが認められれば日本国内で診療が行え
るよう規制緩和する。それらの医師・看護師に就
労ビザを発行する。

海外からの患者が言語の不自由なく安心して医療を受けられるよう、アジアを中心に国外から医師・看
護師を受け入れる。

D
　臨床修練制度を活用することにより、日本の医師免許等を有しない外国
人医師、看護師等が、厚生労働大臣の許可を受けて、適切な指導能力を
有する日本の医師の実地指導の下で、診療を行うことが可能である。

D
国際外傷機能
再建センター

0
0
2
3
0
5
0

個人 東京都
法務省
厚生労働省

090170
諸外国で承認されている医療機
器・薬剤の使用の規制緩和

薬事法第14条
業として、輸入又は製造した医薬品等を製
造販売する場合には、品目毎に承認が必要
である。

諸外国で承認されている医療機器・薬剤は使用
できるよう規制緩和する

海外から治療を受けるために国際外傷機能再建センターを受診した患者や自由診療の患者には、国際
的に 高の医療を施すために、諸外国で承認されている医療機器・薬剤は使用できる事が必要であ
る。その際、院内の倫理委員会などで承認を得ることが条件となる。

C Ⅰ

　薬事法において、業として、医薬品・医療機器を輸入・製造販売する場合
には、その品目ごとに承認等が必要とされている。
　これは、医薬品・医療機器は人の健康や身体等に直接影響するものもあ
るため、国内で流通する医薬品・医療機器の品質、有効性及び安全性を
確保する必要があるからである。
  したがって、御要望のように、諸外国で承認されている、あるいは院内の
倫理委員会などで承認されているといった代替条件をもって、上記薬事法
の要件を緩和することはできない。
　なお、薬事法は、業として、他者に販売等するための輸入を規制してお
り、医師が自己の患者の診療に供するために海外から医薬品等を輸入す
る場合（個人輸入）については、薬事法の規制対象外であり、輸入者の責
任で行われているところである（しかしながら、厚生労働省としては、未承
認医薬品を安易に個人輸入して使用することが望ましいものとは考えてお
らず、日本での有効性や安全性の確認がなされていないなどのリスクもあ
ること等について、注意喚起を行っているところ。）。

C Ⅰ
国際外傷機能
再建センター

0
0
2
3
0
6
0

個人 東京都 厚生労働省

090180

徳之島（離島）において、通信回
線を利用した遠隔医療並びに地
域活性化推進に当って、通信事
業関連の総ての法律、規制の緩
和

医師法

医師法第２０条における「診察」とは、問診、
触診、視診、聴診など、疾病に対して一応の
診断を下し得る対面診療を原則としており、
対面診療と代替えし得る程度の有用な情報
が得られる場合は、医師法第２０条に抵触
するものではないとしている。

ブロードバンドインターネットを利用した遠隔医
療ネットワーク構築関連の総ての法律、規制の
緩和

徳之島３町（天城町、伊仙町、徳之島町）と中核病院、開業医間で広域医療連携を推進する中で、医師
への負担の軽減と、往診や通院が困難な環境下の慢性疾患の患者、がん末期患者、在宅酸素呼吸器
装着患者に対する遠隔医療や、小児、妊婦などへの救急遠隔医療が構築でき、救命救急医療ネットと
して活用できる。

Ｄ Ⅳ

「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」（平成9年12
月24日付健康政策局長通知）において、直接の対面診療を行うことが困難
である場合(例えば、離島、へき地の患者等遠隔診療によらなければ当面
必要な診療を行うことが困難な者）については、患者側の要請に基づき、
患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切に組み合わ
せて行うときは、遠隔診療によっても差し支えないこととしている。

D Ⅳ

徳之島（離島）
における通信
回線を利用し
た遠隔医療並
びに地域活性
化推進プロ
ジェクト
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天城町、ユニ
バーサルライツ
株式会社

鹿児島県
総務省
厚生労働省
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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由
措置の分

類
措置の内

容
各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 プロジェクト名

提
案
事
項

管
理
番
号

提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

090190

不開港にある保税工場の造船所
に修繕のために入港する船舶に
ついては、入出港等の手続き等
を開港と同等の扱いとし、負担軽
減を図る。

検疫法
第4条、第5条、第6条、
第8条、第9条、第10条
第11条、第17条、第18
条

検疫法第４条において、外国を発航し、又は
外国に寄航して来航した船舶の長は、検疫
済証又は仮検査済証の交付を受けた後でな
ければ、当該船舶を国内の港に入れてはな
らないこととされている。
また、検疫を受けようとする船舶の長は、検
疫所に事前に保健状況等に関する通報を行
うこととされており、通報により、検疫所長が
当該船舶を介して検疫感染症の病原体が国
内に侵入するおそれがないと認めるときは、
あらかじめ、検疫済証を交付する旨の通知
を行うこととされている。なお、これらの船舶
は、入港後に必要書類を提出し、検疫済証
等の交付を受ける。

不開港にある造船所に修繕のために入出港す
る船舶についての入出港手続き、転錨、不開港
手数料の納付等については、開港に比べ著しく
不利な扱いとなっている。例えば、千年港（不開
港）にある常石造船に修繕のために入港する船
舶の入出港手続き等は、隣接する尾道糸崎港
（開港）の造船所に比べ著しく不利な扱いとなっ
ており、コスト面の競争力を低下させ、ひいては
国際競争力の低下につながっている。修繕のた
めに不開港に入出港する船舶については、開港
に準じた手続を認める。

① 外国貿易船が外国から直接不開港に入港するためには、検疫指定港（税関手続きが可能な開港）
で検疫手続き並びに関税法に基づく不開港出入許可を事前に受けなければならない。これを無線検疫
の場合であって、法令遵守体制の確立した保税工場の造船所に入港する船舶に対しては、これら手続
きを不開港入港後に行えることとする。（別紙詳細説明あり） ② 不開港における船舶
の移動・転錨は、複数の不開港への入港とされ、それぞれの投錨場所について入港手続きと手数料の
納付義務を負うのに対し、開港域については転錨は単なる港内移動として入港手続きもトン税納付義務
もない。不開港の造船所に修繕のために入港する船舶については、開港と同様、沖合投錨並びに作業
員等の乗下船は入渠修繕のための一連の行為とみなして、入港手続き（手数料納付）を必要としない扱
いとする。（別紙詳細説明あり） ③   外国貿易船への入港
税であるトン税、不開港手数料が、「修繕のみの目的で入港する船舶」についても課税され、さらに、開
港ではトン税の納税義務が発生しない場合であっても不開港では「不開港出入手数料」が徴収され、ま
た建造された新造船についても同様で、不開港の造船所が著しく不利な扱いとなっている。「修繕のみ
の目的で入港する船舶」については入港税の対象から除外し、さらに不開港の造船所に対する不利な
取り扱いを撤廃する。（別紙詳細説明あり） 以上により、開港の造
船所に比べ不利な不開港の造船所の負担を軽減し、国際競争力の強化策を講じるものである

Ｃ Ⅰ

我が国は、国内に常在しない感染症の病原体の侵入を防止するため、検
疫法に基づく検疫業務を行っており、外国より我が国に来港する船舶は、
入国前に検疫を行う必要がある。
なお、船舶からの保健状況等に関する事前通報において、検疫感染症の
病原体が国内に侵入するおそれがないと認められる船舶については、事
前に入港を認める旨を通知し、入港後に必要書類を提出させ、検疫済証
等の交付を受けたものについて、入国を許可しているところであり、提案
は、この事前通報において問題がない場合、必要書類の提出を入国後で
も認めるよう望むものであると考える。しかしながら、入港後の書類の提出
は、事前に通報された内容や、通報後の状況の変化の確認するために必
要不可欠なものであり、書類の提出により事前通報の内容や通報後の状
況の変化を確認し、検疫済証等の交付を行う前に入国を認めることは、国
内に常在しない感染症の病原体が侵入する可能性を高める恐れがあり、
感染症の防止及び検疫制度の趣旨から困難である。

C Ⅰ
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ツネイシホール
ディングス㈱

広島県
財務省
厚生労働省

090200
フグ肝特区（特定の養殖方法によ
り生産されたフグ肝（肝臓）の可
食化）

食品衛生法第６条第２
号
食品衛生法施行規則第
１条第１号
「フグの衛生確保につ
いて」（昭和58年12月2
日付け環乳第59号）

食品衛生法第6条第2号及び食品衛生法施
行規則第1条第1号の規定に基づき、「フグ
の衛生確保について」（昭和58年12月2日付
け環乳第59号）により、有毒部位の除去とい
う処理により人の健康を損なうおそれがない
と認められるフグの種類（トラフグ等22種類）
及び有毒物質の程度により人の健康を損な
うおそれがないと認められる部位（筋肉等）
等を規定。

食品衛生法第6条の規定により、厚生労働大臣
が別に定めている（「フグの衛生確保について」
（昭和58年12月2日付け環乳第59号）フグの可
食部位及び販売等の禁止について、囲い養殖
法の技術を応用した「陸上循環養殖施設」で養
殖した「フグ肝」を除外する。（或いは、可食部位
として別表に追加する。）

【具体的事業の実施内容等】
　囲い養殖法の技術を応用した「陸上循環養殖施設」で養殖した毒がないフグ、いわゆる“無毒フグ”の
肝を佐賀県唐津地区の新名物料理として打ち出し、観光客の誘客を図ることにより唐津地域の活性化
をめざすもの。
　無毒フグの肝の可食化を認めることに伴う一般フグ（「陸上循環養殖施設」以外の養殖施設で生産さ
れたフグ）の肝を無毒と偽る偽装表示及び悪意の第三者による一般フグの混入への対策として、商標
登録（例：唐津無毒フグ）による法的な偽装表示防止措置を講じること及び認定業者制度の創設による
無毒フグの取扱（養殖・提供）を認定業者のみに限定すること、さらにタグによる養殖段階から消費者へ
の提供段階まで徹底した商品管理を行うことを予定している。
　なお、構造改革特区に関する第5次提案において、今回と同種の提案を行っている（提案主体は前回
と一部異なる）が、前回の提案時期から約5年が経過し、その間新たに約3,000匹の「陸上循環養殖施
設」で養殖されたフグの肝の毒量を測定したが、いずれも2MU/ｇ～8MU/ｇ未満であり、無毒であること
が確認されている。このことから、従来から主張しているとおり、「フグの毒化は食物連鎖によるもの」で
あり、陸上循環養殖施設で養殖されたフグは無毒であるとの証明がなされたものと認識している。
【再提案の理由･背景】
　佐賀県唐津地域は、県内有数の観光地であり、また市内の呼子地区は「イカの活造り」発祥の地とし
て、現在も名物料理である「イカの活造り」を重要な観光資源として官民が一体となった誘客活動に取
組んでいるところである。しかし、イカの漁獲量が年々減少傾向にある上に、昨今の景気低迷の影響も
あり、観光客数の大幅な増加が見込めない状況にある。
　そこで、「無毒フグの肝」を新たな名物料理として唐津地域の宿泊施設や飲食店で提供することを可能
にすることで、唐津地域の知名度の向上はもとより、新たな観光の目玉ができ、観光客の大幅な増加が
期待できること。
　また、現在フグ肝は有毒部位として全て産業廃棄物として廃棄されているが、フグ肝には生活習慣病
予防に効果があるとされるＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）やＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）等を多量に含ん
でおり、フグ肝を加工した機能性食品の開発をはじめとする新たな食品加工業の創出が唐津地域にお
いて期待できること。

Ｃ Ⅳ

「佐賀県及び佐賀県嬉野町が構造改革特別区域法（平成14年法律第189
号）に基づき提案した方法により養殖されるトラフグの肝」に係る食品健康
影響評価については、平成16年の第5次提案を受け、平成17年１月11日
に、厚生労働大臣から、食品安全委員会委員長に意見を求め、同委員会
は、同年8月5日に、厚生労働省に食品健康影響評価の結果について通知
している。
　評価結果の概要は以下のとおりである。
①　フグの毒化機構については食物連鎖説が唱えられているが、細菌から
どのようにフグに毒が移行するのか未だ不明な点が多く、本提案の安全性
の評価を行うにあたり、フグの毒化機構が十分に解明されているとは言い
難い。
②　囲い養殖法の妥当性については、
　・フグの毒化の機構が解明されていない以上どこを制御すべきかの判断
が難しい
　・実験の条件が揃っておらず、また実験データも十分ではないため、本養
殖法が恒常的にトラフグの無毒化に有効であるかどうかの判断が難しい
　・稚魚を得るために得ている天然トラフグの卵は無毒ではないため、トラ
フグの毒化に及ぼす影響が不明である
　したがって、提案された養殖方法により養殖されたトラフグの肝につい
て、「食品としての安全性が確保されていることを確認することはできない」
と結論付けられている。今回のご提案において、上記の問題点が解決され
ているかは不明であり、対応は困難である。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

前回の提案（平成16年第5次提案）後も、引き続き地元企業におい
て陸上循環養殖施設で養殖されたフグの肝の毒量検査が重ねら
れ、新たに検査した約3,000匹についても全て無毒（２MU／ｇ～8MU
／g未満）であることが確認されている。このため、長年に渡るこの研
究結果が、従来から主張している「フグの毒化は食物連鎖によるも
のであり、陸上養殖施設で養殖されたフグは無毒である」ことを証明
しているものと認識しており、結果として、食品健康影響評価結果が
示す問題点もクリアしているものと捉えているが、より具体的に問題
点をクリアしていることを説明するために、今回の提案にご協力いた
だいている東京医療保健大学医療保健学部の野口教授及び長崎
大学水産学部の荒川教授の意見を添付する。
　また、貴省所管の国家資格である「管理栄養士」の第23回管理栄
養士国家試験において、自然毒に関する問題が出題されており、
『フグ毒は、食物連鎖によりフグ体内に蓄積する。』が正解とされて
いるが、このことはまさに貴省自身が「フグの毒化は食物連鎖説に
よるもの」であることを認めていることに他ならないと考える。（試験
問題及び回答は別添）
　なお、より安全安心に無毒のフグ肝を提供するために、肝の毒量
検査は提供する全てのトラフグについて行うこととし、このことにより
食品としての安全性を100％確保できるものと捉えている。
　提案が認められない場合は、なぜ認められないのか、またどうす
れば認めてもらえるのかを具体的に提示していただきたい。

Ｃ Ⅳ

  本提案のように、厚生労働大臣が食品衛生法第６条第２号ただし
書に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めるために
は、内閣府食品安全委員会への諮問が必要であり、食品安全委
員会の食品健康影響評価で安全性が確認されない限りは、対応
は困難である。
  しかし、食品安全委員会の食品健康影響評価において、指摘さ
れた６項目の問題点（※１）につき、新たな科学的知見に基づき解
明されたことを示す資料を含めた、前回提案時のような食品安全
委員会への諮問資料（※２）を提出頂ければ、食品安全委員会へ
の諮問を行うことが可能である。
 
※１　詳細は、「「佐賀県及び佐賀県嬉野町が構造改革特別区域
法（平成１４年法律第１８９号）に基づき提案した方法により養殖さ
れるトラフグの肝」に係る食品健康影響評価について」（平成１７年
８月内閣府食品安全委員会）３ページ。
※２　平成１７年８月以前の経緯も含めた資料とされたい。

（参考）
http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20050
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佐賀県
唐津市

佐賀県 厚生労働省

090210
保育所における看護師配置補助
要件の緩和

・児童福祉施設 低基
準(昭和23年厚生省令
第63号)第33条
・平成10年4月9日付け
児発第305号厚生局児
童家庭局長通知

乳児6人以上を入所させる保育所の保育士
定数について、当該保育所に勤務する看護
師を1人に限って保育士とみなすことができ
る。

乳児の人数に関らず、看護師を保育士定数に算
入可能とするもの。

【期待できる効果】
　保育所における看護師の配置促進による保育サービスの向上。

 【提案理由】
　今日、保育所における乳幼児の受け入れが増えるなか、体調急変への適切な対応や、特に配慮が必
要な子どもへの対応のため、看護師の配置の必要性が高まっている。
　一方、県内における保育所の現状は、平成21年4月1日時点において、看護師を配置している保育所
が、全216施設中75施設に止まっている。
　看護師の配置にかかる経費については「乳児を６人以上入所させている場合には看護師１人に限り、
保育士定数に算入できる」とされているが、乳児６人以上の入所がない小規模な保育所の場合、保育
士定数の枠外で看護師を雇用しなければならず、このことが、看護師の配置が進まない一因となってい
るため、乳児の人数に関わらず、看護師を保育士定数に算入可能とすることで、看護師の配置促進を
図るもの。

【代替措置】
　保育士定数に看護師を算入している保育所（乳児６名以上）において、運用上特段の不都合は生じて
いない。

A(一部C） Ⅳ

ご要望については、特区として対応することとする。
ただし、３人以下の乳児を入所させる保育所については、保育士が１人も
配置されなくなり、専門性を持って、乳児の健全な育成を確保できないおそ
れがあることから、ご要望に対応することは困難である。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

乳児保育の実態として保育士を含む複数名による保育体制が確保
されており、「保育士が一人も配置されなくなる」ということはないも
のと考えます。
　「（保育士の）専門性を持って、乳児の健全な育成を確保できない
おそれがある」とありますが、保育所保育指針の「看護師が配置さ
れている場合は、その専門性を生かした対応を図る」（第三章（２）乳
児保育）との整合性はどうなるのでしょうか。
　また、乳児が年度途中で3人以下に減少するケースにおいて、看
護師の雇用を打ち切ることは困難であり、結果、保育所に過重な負
担を負わせることになります。
　したがって、乳児の人数に関らず、看護師を保育士定数に算入可
能とするべきです。

A(一部C） Ⅳ

乳児（０歳児）期は、多くの機能が発達する時期であるため、きめ
細やかな専門的な保育者の関わりが重要であり、子どもの成長・
発達に応じて、ふさわしい環境を整え、意図的、計画的に育ててい
くことができるのは、保育に関する一貫した知識を有する保育士の
みができるものであり、看護師では担えない部分である。
また、御指摘の保育所保育指針の専門性については看護師として
の「健康及び安全」に関する専門性であり、保育士としての専門性
とは異なるものある。
加えて、乳児が年度途中に減少するケースについては、毎年度、
乳児の年齢を適切に把握することで対処できるものと考える。
よって３人以下の乳児を入所させる保育所については、ご要望に
対応することは困難である。
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佐賀県 佐賀県 厚生労働省

090220
重度のＡＬＳ患者の入院に対して
医療保険と介護保険の併用を認
める。

保険医療機関及び保険
医療養担当規則（昭和
３２年厚生省令第１５
号）第１１条の２

保険医療機関は、その入院患者に対して、
患者の負担により当該保険医療機関の従業
者以外の者による看護を受けさせてはなら
ないこととされている。

重度のＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患者のレス
パイト入院中に、患者の療養上の特性を熟知し
たヘルパーを介護保険等を利用して医療機関に
派遣し、患者・家族が安心できる療養環境を提
供する。

　人工呼吸器を装着している筋萎縮性側索硬化症（ALS）の患者は、意思疎通が困難な場合が多く、さ
らには頻回の痰吸引や食事介助など、オーダーメイドの支援が必要であり、通常、介護保険等を利用し
て、患者の療養上の特性を熟知したヘルパーが対応することで、患者も家族も安心できる在宅療育環
境が構築されている。
　しかし、重度のＡＬＳ患者のレスパイト入院（家族の負担軽減のため、短期間医療機関が患者を受け
入れる）においては、医療機関のスタッフの負担が大きいこと、患者の不安が大きいことなどから、受け
入れ医療機関の確保が極めて困難な状況にある。
　また、現行制度においては、看護師の仕事と重複しないコミュニケーション支援を除いては、入院中に
介護保険など他の制度を重複して利用することができない。
　このため、医療保険と介護保険等の重複を認めることにより、重症難病患者等が在宅で利用している
慣れたヘルパーによる支援を受けながらレスパイト入院が可能となるため、受け入れ医療機関も増加
し、患者・家族の福祉の向上が図られる。

B-1 Ⅳ

保険医療機関が通常提供すべき看護業務についてまでヘルパーに強要
することがないようにする観点から、一定の要件を付した上で、利用者負
担により、重度のALS患者に対するヘルパーの派遣を認める。
その際、コミュニケーション支援については、介護保険法における地域支
援事業等により支援できるものとする。
なお、法改正の可否については、引き続き検討する。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

重度ＡＬＳ患者の摂食・嚥下障害を防止するためには、食事時は患
者の体位の維持、頭部の固定、溜飲のタイミングに合わせた飲食方
法(飲食器具を口に運ぶ角度、食事量、固形物と汁物の混合など)へ
の特別の配慮が不可欠である。

他者との意思疎通は意思伝達装置(パソコン等)で可能ではあるが、
きめ細かな内容を伝えることは困難かつ患者の負担が非常に大き
い。

上記のことから、レスパイト入院中に在宅時と同様のＱＯＬを保持す
るには、患者の特性を熟知した者による身の回り介護の充実が欠
かせず、それには利用者に過度の経済的負担が及ばないよう、介
護保険等との併用による医療機関へのヘルパー派遣が可能となる
制度が必要である。

B-1 Ⅳ

保険医療機関が通常提供すべき看護業務についてまでヘルパー
に強要することがないようにする観点から、一定の要件を付した上
で、利用者負担により、重度のALS患者に対するヘルパーの派遣
を認めることとしており、この場合の具体的な要件については上記
の観点を含めて、様々な観点から検討しているところである。
その際、コミュニケーション支援については、介護保険法における
地域支援事業等により支援できるものとする。
なお、法改正の可否については、引き続き検討する。
また、食事の世話等の看護については、保険医療機関の看護職
員が行うこととされており、こうした看護に対しては医療保険の給
付（診療報酬）が支給されているところである。

0
0
2
7
0
6
0

佐賀県 佐賀県 厚生労働省

090230
NPOによる職業訓練校の受講指
示権の付与

雇用保険法第24条

　受給資格者が公共職業安定所長の指示
により公共職業訓練を受講する場合は当該
公共職業訓練を受け終わる日までの失業し
ている日について、所定給付日数を超えて
基本手当が支給される。

NPO法人が、ハローワークを経由せず、職業訓
練校への受講指示を行うことを可能とする。

　現行では、手当を受けながら職業訓練を受けるためには、公共職業安定所長の受講指示が必要とな
るが、同様の手続が、NPO法人の受講指示によってもできるようにする。
　
提案理由：
　地域若者サポートステーション等を運営するNPO法人等が、長期間にわたって本人の性格や特性を
踏まえ、訓練の必要性やその内容を判断した上で受講指示を行う方が、本人にとってより就職に結びつ
きやすい職業訓練へのマッチングが可能となる。

C Ⅰ

　職業訓練における受講指示は、公平性の観点から、全国統一の基準で
行われる必要があるとともに、ハローワークの職業相談の過程において真
に訓練が必要と認められた者について行われる必要があり、職業相談と
一体的に行われる必要があるため、国以外の者に受講指示を認めること
はできない。
　さらに、職業訓練における受講指示については、雇用保険の訓練延長給
付等の前提として行われるものであるため、当該給付について財政的に責
任を持たない主体が受講指示を行うことは不適切である。
　ただし、国が設ける職業的自立支援制度の運営に関わるNPOに対して、
公共職業安定所長が職業訓練校への受講指示の前に、十分に話を伺うこ
とについては可能である。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

職業に関する相談業務を行うのはハローワークだけではない。のみ
ならず、訓練の真の必要性の判断は、窓口だけでなく本人に寄り添
う形でサービスを行うＮＰＯの方が適切に行えるケースが少なくな
い。公平性の確保のためならば、むしろ誰に対しても分かりやすく遵
守可能な基準が明確に示されるべきである。また、給付を伴う受講
指示である以上、ハローワークであろうとＮＰＯであろうと、一定の財
政的制約の中で行うのは当然であって、無制限で不適切な受講指
示を出せない仕組みを適切に講じることで対応可能である。財政的
責任という抽象的な責任論は受講指示主体の根拠たりえない。な
お、一般論や全国への対応はともかく、まずは横浜において実験的
にこうした途を開くことは可能なはずである。

c Ⅰ

　職業訓練における受講指示は、ハローワークの職業相談の過程
において、真に訓練が必要と認められた者について行われる必要
があり、職業相談と一体的に行われる必要がある。
　また、雇用保険の給付等と事実上連動する受講指示について
は、当該給付について財政的に責任を持たない主体が行うこと
は、濫給につながるおそれがあるため、不適切である。
　ただし、国が設ける職業的自立支援制度の運営に関わるＮＰＯ
については、長期間にわたって支援を行う求職者に関して、当該Ｎ
ＰＯが訓練の受講が適切と判断し当該者に係る受講申込書をハ
ローワークに送付した場合には、これを 大限尊重して受け付け
るものとし、このことにより御要請に対して実質的にお応えして参り
たい。

市民で創るヨ
コハマ若者応
援特区
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市民で創るヨコ
ハマ若者応援
特区実行委員
会

神奈川県 厚生労働省
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事
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管
理
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提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

090240
地域若者サポートステーションの
事業目標の特別設定

平成22年度若者職業的
自立支援推進事業実施
要綱等

地域若者サポートステーションを実施するに
あたり、国において、利用開始から６か月経
過時点で、継続的に支援した者のうち、より
就職等に結びつく方向に変化した者の割合
を60％以上、就職等進路決定者の割合を
30％以上達成することを事業目標としてい
る。

「利用開始から６か月経過した時点の就職等進
路決定者割合　平成２２年度に３０％」等とされる
地域若者サポートステーションの事業目標を特
別に設定する。

以下の厚生労働省の数値目標について、実現可能な期間と目標値を定める。
【政策目標】若年者等に対して職業キャリア支援を講ずること
【成果目標】職業キャリアの段階に応じた支援を充実すること
【成果目標を達成するための手段】地域における若者自立支援ネットワーク整備モデル事業
【成果目標の達成度合いの事後的な評価方法】地域若者サポートステーションの利用開始から６か月
後の時点で、
　(1)就職した、求職活動を開始した等、より就職に結びつく方向に変化した者の割合
　(2)就職等進路決定者の割合

　その上で、業務指導要綱等に「事業実施にあたっては、利用開始から６か月後の時点で、継続的に支
援した者のうち、より就職等に結びつく方向に変化した者の割合を６０％以上、就職等進路決定者の割
合を３０％以上達成を目標とすること」とされている。

提案理由：
　景気に左右される求人状況などを考慮すると、目標割合を一律に利用開始から６ヶ月後に定めたり、
その割合を３０％ないし６０％と定めたりすることは、現実的な対応を度外視したものである。進路決定
のみならず、日常生活や社会生活の自立といった多段階の成果を評価すべきである。

事業目標
の設定に
ついて：F

目標の達
成状況の
評価につ
いて：Ｄ

Ⅳ

　地域若者サポートステーション事業については、ニート等の職業的自立
の促進という政策目的を踏まえ、就職等進路決定者等に関する事業目標
を設定しているところであり、当該事業の効率的かつ適正な運営のために
は、共通の目標設定は不可欠である。
　この事業目標の水準については、前年度の事業実績を踏まえて見直しを
行っているところであり、決して実現不可能な数値を設定しているわけでは
ない。
　また、個別の事業に対する目標の達成状況の評価に当たっては、地域
性、雇用失業情勢等を加味するなど、弾力的な評価を行っているところで
ある。
　なお、独自の目標を設定することについては、事業全体の目標達成とい
う観点と、個々のサポートステーションの特性に応じた活動を評価するとい
う観点の両面に留意しながら、引き続き検討する。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、また、検討主
体・内容・プロセ
ス・検討を開始し
結論を得る時期
等について、再
度検討し回答さ
れたい。

多段階・多面的な期間や状態を目標設定すべきことと、独自の目標
設定を直ちに実施すべきこと。

目標設定の必要性は否定しないが、サポステを訪れる若者は、一人
ひとり様々な状態に置かれており、一律に就職等を目標とするだけ
でなく、本人の状況に応じ、時間をかけてまずは日常生活や社会生
活の自立といった段階を目標とすべき者も少なくない。
６ヶ月間という短期間における就職等進路決定者の割合だけでな
く、多段階・多面的な期間や状態を目標として設定することによっ
て、より利用者本位の適切な対応をとりやすい環境が整うものであ
り、若者を取り巻く厳しい状況を考慮すると、独自の目標設定は直ち
に実施すべきである。
なお、別途提案している「若者サポートステーションの契約期間の複
数年度化」（管理コード090260）は、本提案の目標達成期間の見直
しを実現することを容易にすることも念頭に置いたものである。
一般論や全国への対応はともかく、まずは横浜におけるサポートス
テーションの特性に応じ、実験的に独自の目標設定・評価の仕組み
を導入することは可能なはずである。

事業目標
の設定に
ついて：
B-2

目標の達
成状況の
評価につ
いて：Ｄ

Ⅳ

「新成長戦略（基本方針）」に掲げられている「ニート減少」を実現
する上で、地域若者サポートステーションにより2011年度からの10
年間で就職等進路決定者数10万人を目指すこととしており、この
ため、就職等進路決定に関する目標設定は今後とも必要と考える
が、具体的な設定方法については、把握の時点や期間、決定率、
決定者数の増加率等様々な視点が考えられることから、具体的な
提案をいただいた上で、23年度の受託者募集開始時期までに、本
事業全体の目標設定のあり方として検討の上、見直し方針を確立
することとする。
　また、御提案のあった日常生活や社会生活の自立といった目標
を設定することについても、上記の事業全体の目標設定のあり方
の一環として具体的な評価項目や評価手法について検討すること
とし、就職等進路決定に関する目標設定の方法と併せて、結論を
得ることとする。
　なお、現行の事業目標である「利用開始から６か月経過した時点
での就職等進路決定者割合」については、直近の実績で目標であ
る30％を上回っており、地域若者サポートステーション事業全体と
しては、現実的な目標と考えられる。

市民で創るヨ
コハマ若者応
援特区
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市民で創るヨコ
ハマ若者応援
特区実行委員
会

厚生労働省

090250 ＮＰＯ法人による職業紹介
職業安定法第５条の
４、第５１条の２

　ハローワークで受理した求人(求人事業主
がハローワーク以外への公開を希望しない
ものを除く）については、ハローワークイン
ターネットサービスにおいて公開しており、職
種、地域などの条件で検索し、活用すること
が可能である。
　有料又は無料の職業紹介事業を行う民間
職業紹介事業者は、ハローワークインター
ネットサービスを閲覧し、職種、地域などの
条件で検索することにより、必要とする求人
情報を入手でき、求人事業主に確認の上、
求人を受理すれば、職業紹介を行うこともで
きる。

ハローワークの情報を活用し、若者サポートス
テーション等を運営するＮＰＯ法人が職業紹介を
行えるようにする。

　ＮＰＯ法人が、自身が用意した施設内において、職業安定法第３３条１項に基づく厚生労働大臣の許
可により無料職業紹介事業を行う場合に、ハローワークの有する求人情報を共有し、職業紹介を活用
することができるようにする。

　また、ＮＰＯ法人が対応する求職者の希望業種・職種として求める情報について、ハローワークが新規
求人案件内で該当する情報を定期的に当該ＮＰＯに提供する。

提案理由：
　ＮＰＯ法人が、求職者が求職を行える状態に至る前の段階において、様々なサポートを行ってきた場
合でも、ハローワークに行かなければ具体的な職業紹介をしてもらえない状態を脱し、各段階を経て職
業マッチング、職業紹介に至るまで、一貫したサービス提供を可能とする。

D

　ハローワークで受理した求人(求人事業主がハローワーク以外への公開
を希望しないものを除く）については、ハローワークインターネットサービス
において公開している。有料職業紹介事業又は無料職業紹介事業を行う
民間職業紹介事業者は、ハローワークインターネットサービスを閲覧する
ことにより、これらの求人情報を入手することができ、当該求人情報に基づ
き、求人事業主に確認の上、求人を受理し、職業紹介を行うこともできる。
　また、ハローワークインターネットサービスにおいて、職種や地域などの
条件で希望する求人情報を検索することが可能であり、必要な情報を得て
活用することができる。
　なお、求人事業主の意向により、ハローワークによる職業紹介やハロー
ワーク内のみにおける公開を希望する場合には、ハローワークインター
ネットサービスにおいて、事業所名など一部又は全部の情報を公開してい
ない。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

職業紹介等を行うことができることを確認することと、ハローワークと
の情報共有が必要であること。
現状では、若者サポートステーションにおいて、本人の適性に合致し
た就職先を見つけ出したとしても、ハローワーク窓口において改めて
求職者として聴取を受けることになり、本人の負担が大きく就労意欲
が再び減退するケースが少なくない。また、若者サポートステーショ
ンでは、入社後の育成計画、昇給計画等を把握できないため、就労
後も含めた中長期的サポートをとることが困難な状況である。こうし
た状況を解消していく必要がある。
これにより、昨今の求職者の増加によるハローワークへの過重な負
担を緩和することもできる。有料又は無料の職業紹介事業を行う民
間職業紹介事業者でさえあれば、ハローワークインターネットサービ
スで閲覧できる求人情報に基づき、すべての求人事業主との間で求
人受理及び職業紹介を行うにあたって、何ら制約や条件がないこと
を確認したい。その上で、就労問題に関わっている関連団体にその
旨周知徹底し、業務の円滑化を図っていきたいと考えている。また、
求人事業主がハローワークによる職業紹介やハローワーク内のみ
における公開を希望する情報については、インターネットで公開しな
いとしても、有料又は無料の職業紹介事業を行う民間職業紹介事業
者のうち、ハローワークと協定を締結するなどの要件を満たす団体
との間で共有することとすべきである。別途「行政組織間及びNPO法
人との個人情報の取扱いの緩和」（管理コード040150）及び「NPO法
人の職員のみなし公務員化」（管理コード200020）において、NPO職
員が公務員等と同等の立場を得ることを提案しているのも、本提案
を実現することを容易にすることを念頭に置いたものである。

前段：D

後段：Ａ

前段：－

後段：Ⅳ

・すべての有料職業紹介事業又は無料職業紹介事業を行う民間
職業紹介事業者は、ハローワークインターネットサービスを閲覧す
ることにより、これらの掲載されている求人情報に基づき、求人事
業主に確認の上、求人を受理し、職業紹介を行うことができる。

・また、ハローワークインターネットサービスにおいて事業所名が
非公開の求人についても、無料職業紹介事業を行うＮＰＯ法人か
らの要請に応じ、当該法人に情報提供することに関し、事業主の
了解が得られた求人を提供する方策について、その具体的な方法
の検討を行い、特区において必要な措置を講ずる。

市民で創るヨ
コハマ若者応
援特区

0
0
3
0
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0

市民で創るヨコ
ハマ若者応援
特区実行委員
会

神奈川県 厚生労働省

090260
若者サポートステーションの契約
期間の複数年度化

平成22年度若者職業的
自立支援推進事業実施
要綱等

予算に基づき単年度の委託契約を締結して
いる。

地域若者サポートステーションの契約期間を複
数年度とすることを可能とする。

　厚生労働省の募集要項に定められている契約期間を年度単位でなく、複数年度とすることを可能とす
る。

提案理由：
　単年度契約では、発展的な事業計画が立てづらい。利用者の個々人の状況にあわせ、中長期的な視
点でサポートすることが必要である。
　また、単年度契約では、職員の雇用も有期契約となり、職員の定着の面からも問題がある。キャリアカ
ウンセラー、産業カウンセラー、心理士などの専門職も含めた職員の安定的なサポート体制が不可欠
である。
　一方、ケアプランやサービス提供の進捗状況については、数ヶ月ごとに点検・評価を行い、柔軟な計
画見直しを行うことで、個々の利用者に対する適切な福祉・就労の提供を可能とする。

F Ⅳ

　国の予算は単年度主義であり、予算の枠内で 大の効果を発揮するた
めには、毎年度、企画、体制等の観点からより適切な団体を選定すること
が必要とされている。
　なお、本事業の性格を踏まえ、安定的に実施されることによる施策効果
に及ぼす影響等を勘案し、どういうことができるか引き続き検討する。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、また、検討主
体・内容・プロセ
ス・検討を開始し
結論を得る時期
等について、再
度検討し回答さ
れたい。

契約期間を複数年度化すべきこと。
単年度ごとの契約では、事業計画策定や職員定着が困難となり、利
用者の不利益につながるため、特区における見直しを求めるもので
ある。現に横浜市との同種の契約は５年間継続を前提としたものと
なっており、職員の育成を行うことでより効果的な支援プログラムが
実現できているほか、一人ひとりの若者への対応についても年度を
跨いだ支援計画を立てることができている。何よりも対象者である若
者が不安に思うことは、年度が替わった際の職員の入れ替えであ
り、実際に委託先が年度ごとに替わっている事業への信頼度は非
常に低い。現在、若者サポートステーションに訪れている若年無業
者のサポートを本気で行っていくには単年度事業では実現不可能で
ある。契約期間を複数年度化するとともに、サービス提供が一定の
水準に達していない場合等の解除ルールを定めることなどにより、
事業効果を常時担保することは可能である。一般論としての単年度
主義や全国への対応はともかく、まずは横浜において実験的に複数
年度契約を導入することは可能なはずである。なお、別途提案して
いる「地域若者サポートステーションの事業目標の特別設定」（管理
コード090240）も、本提案の実現と連動することを念頭に置いたもの
である。

F Ⅳ

地域若者サポートステーション事業については、国の予算の原則
に基づき単年度予算としているところ、複数年度契約を可能とする
には、そのための特別な予算措置や仕組みが必要であり、財政当
局等との調整が必須となる。
　このため、厚生労働省としては、本事業を複数年度化することに
よる施策効果に及ぼす影響（安定的な事業実施の確保、政策効果
のフォローアップの仕組み等）、複数年度実施の課題（予算制度と
の整合性等）等も勘案し、23年度概算要求に向け検討し、23年度
予算編成過程において結論を得ることとする。

市民で創るヨ
コハマ若者応
援特区
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特区実行委員
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厚生労働省

090270 職業訓練校による職業紹介
職業安定法第５条の
４、第５１条の２

　ハローワークで受理した求人(求人事業主
がハローワーク以外への公開を希望しない
ものを除く）については、ハローワークイン
ターネットサービスにおいて公開しており、職
種、地域などの条件で検索し、活用すること
が可能である。
　有料又は無料の職業紹介事業を行う民間
職業紹介事業者、地方公共団体その他の
者は、ハローワークインターネットサービスを
閲覧し、職種、地域などの条件で検索するこ
とにより、必要とする求人情報を入手でき、
求人事業主に確認の上、求人を受理すれ
ば、職業紹介を行うこともできる。

職業訓練校がハローワークの情報を活用し，職
業紹介を行うことを可能にする。

国、県、市の職業訓練校や、行政から受託した専修学校、企業、ＮＰＯ法人等の民間職業訓練機関が、
ハローワークの情報を活用して職業紹介を行うことを可能とする。

提案理由：
　職業訓練校等が、専門的スキル等の習得状況に応じて、職業紹介を行うことを可能とすることにより、
より適切な就業が可能となる。

D

　ハローワークで受理した求人（求人事業主がハローワーク以外への公開
を希望しないものを除く）については、ハローワークインターネットサービス
において公開している。有料職業紹介事業を行う民間職業紹介事業者及
び無料職業紹介事業を行う民間職業紹介事業者、地方公共団体その他
の者は、ハローワークインターネットサービスを閲覧することにより、これら
の求人情報を入手することができ、当該求人情報に基づき、求人事業主に
確認の上、求人を受理し、職業紹介を行うこともできる。
　なお、求人事業主の意向により、ハローワークによる職業紹介やハロー
ワーク内のみにおける公開を希望する場合には、ハローワークインター
ネットサービスにおいて、事業所名など一部又は全部の情報を公開してい
ない。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

有料又は無料の職業紹介事業を行う民間職業紹介事業者でさえあ
れば、ハローワークインターネットサービスで閲覧できる求人情報に
基づき、すべての求人事業主との間で求人受理及び職業紹介を行
うにあたって、何ら制約や条件がないことを確認したい。その上で、
職業訓練に関わっている関連団体にその旨周知徹底し、業務の円
滑化を図っていきたいと考えている。

D

・すべての有料職業紹介事業又は無料職業紹介事業を行う民間
職業紹介事業者は、ハローワークインターネットサービスを閲覧す
ることにより、これらの掲載されている求人情報に基づき、求人事
業主に確認の上、求人を受理し、職業紹介を行うことができる。
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090280
職業訓練校からの委託訓練にお
ける実地訓練の内容の充実、訓
練期間の弾力化

職業能力開発促進法

職業能力開発機会に恵まれなかった者の早
期安定就労を支援するため、民間教育訓練
機関等における座学と企業等における実習
を一体的に組み合わせた職業訓練として日
本版デュアルシステム（委託訓練活用型）を
実施している。

委託訓練の実態の監督の義務化および訓練実
施期間の設定を弾力化する。

民間等に職業訓練を委託した場合において、実地訓練の実態の監督を義務づけるとともに、訓練の実
施期間の設定を弾力化する。

提案理由：
　委託訓練を委託先任せとせず、訓練プログラムと関連した実地訓練を確保することにより、受講生の
就業に結びつきやすくする。
　また、委託先における専門的スキルについて、本来必要となる期間を圧縮して修了させるケースを防
ぐことが必要である。

D

１．監督の義務化について
民間教育訓練機関等での座学と企業等（以下「実習先企業」という。）での
実習を組み合わせた職業訓練については、委託先機関に対し、実習を含
む訓練の実施状況について報告を求めるとともに、必要に応じ、関係職員
等による調査を実施しているところである。
また、①訓練を委託する際に、適切な実習先企業の確保も含め、訓練を責
任をもって確実に行うことができる委託先機関を選定していること（委託契
約の内容・条件に違反した場合には、委託費の返還を求めることとしてい
る）、②仮に苦情等があった場合には、委託先機関に対し適切に対応する
よう指導していること等の措置により、職業訓練の質を担保している。
２．訓練期間の弾力化について
訓練期間については、国において標準を定めているが、上限である６ヶ月
の範囲内であれば、現行においても、地域の求人ニーズ、求職者の状況
等を踏まえた上で弾力的に設定することが可能である。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

国において、「必要に応じ、関係職員等による調査を実施している」
とのことであるが、委託先機関が実習先企業の訓練の実態把握を
十分できていないと考えざるを得ない状況が現に存在する。このた
め、就労支援を行うNPO法人が、利用者の訓練受講の実態を把握
し、「関係職員等による調査」の必要があると考えられる場合には、
国に対して当該調査を求めることができることとすべきである。また、
訓練内容によって、より長期の訓練が不可欠となるものもあるため、
上限を２年程度まで伸ばし、期間に応じた所要経費の予算措置を確
実に行うべきである。

D

　民間教育訓練期間等への委託により実施している職業訓練につ
いて、訓練生や第三者から不適切な訓練内容があると報告された
場合には、（独）雇用・能力開発機構及び都道府県において、委託
先機関や実習先企業に対して調査を行い、必要があれば改善を
求めているところ。
　離職者訓練は、早期の再就職を目的としていることから訓練期
間については、原則、1年以内としているところ。資格取得に当た
り、介護福祉士等長期の訓練期間を必要とするものについて２年
間の職業訓練を実施している。また、長期間にわたって能力開発
が必要な若年者等については、公共職業能力開発施設内におい
て、 長２年間の職業訓練も実施している。
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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由
措置の分

類
措置の内

容
各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 プロジェクト名

提
案
事
項

管
理
番
号

提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

090290
ＮＰＯによる生活保護の申請受
理・実質的決定

生活保護法

　保護の申請受理から調査、決定まで一連
の事務について、住民の福祉の増進を図る
ことをその基本とする地方自治体が実施し
ている。
　地方自治体から、NPO法人に対し、ケース
ワーク業務等の一部（自立支援、学習支援
等）について委託している。

ＮＰＯ法人に対し、生活保護の申請受理及び実
質的決定を行う権限を付与する。

　ＮＰＯ法人が、自治体から生活保護ケースワーク業務の委託を受けることを可能とする。
　生活保護の申請受理及び実質的決定について、NPO法人が行うことを可能とする。

提案理由：
　NPO法人が、本人に寄り添い、本人の就労意欲や生活状況等をつぶさに確認しながら、適切に生活
保護を活用することを可能とするため。

C(一部D） Ⅰ

　生活保護の実施機関は、住民の福祉の増進を図ることをその基本とする
地方自治体である。実施機関は、生活保護法に基づき、保護の申請受理
から調査・決定まで一連の事務を実施することとしており、これは公権力の
行使である行政処分にあたる。
　一般的に公権力の行使を行政機関ではないNPO法人等の私人に委託
することは認められないが、行政処分ではないケースワーク業務等の一部
（自立支援、学習支援等）をNPO法人に委託し、生活保護受給者の自立に
向けて取り組むことは現在でも可能である。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

生活保護の申請時聞き取り（面接相談）権限について
保護の申請受理そのものは地方自治体が行うとしても、申請時にお
ける本人からの聞き取り（面接相談）等について、ＮＰＯ法人が行い
記録したものがある場合には、当該地方自治体は本人からあらため
て聴取することを省略することとし、申請者本人の負担を軽減するべ
きである。現行では、一般に申請時の相談は面接相談員によって行
われているが、臨時の非常勤職員が面接相談を行っている福祉事
務所もあり、長年の面接相談を行っているＮＰＯ職員が行うことと技
術的な差異はない。むしろ、福祉事務所で生活歴や就職活動歴をま
ともに聞き取られずに追い返され、ＮＰＯで同じ話を一から繰り返し
て相談し、再び福祉事務所に出向いてまた一から同じ話をして申請
受理に至っているような事案が全国で多数見られる。本人の疲弊の
度合いは深く、非効率でもある。地方自治体との間での聞き取り情
報のやりとりは、公権力の行使にあたるものではなく、ＮＰＯ法人が
行うことが可能である。生活保護制度の一般論や全国対応はともか
く、仮にこうした業務をＮＰＯ法人に委託するなどの前例がないとして
も、まずは横浜において実験的に実施することは可能なはずであ
る。
なお、別途「行政組織間及びNPO法人との個人情報の取扱いの緩
和」（管理コード040150）及び「NPO法人の職員のみなし公務員化」
（管理コード200020）において、NPO職員が公務員等と同等の立場
を得ることを提案しているのも、本提案を実現することを容易にする
ことを念頭に置いたものである。

Ｄ（現行規
定により
対応可
能）

Ⅰ

NPO法人が行った面接相談記録をもって面接相談を省略する取
扱いとすることはできないが（※）、地方自治体とNPO法人が連携
し、NPO法人が行った面接相談の記録を地方自治体が 大限尊
重し、できる限り重複した質問を地方自治体がしないような形で、
申請者の負担の軽減を図る取組が推進されるよう、通知等により
関係自治体に対し働きかける。
（※）保護の実施機関である地方自治体が保護の決定等を適切に
行うためには、面接相談により申請者等の状況を把握する必要が
ある。

市民で創るヨ
コハマ若者応
援特区

0
0
3
0
0
9
0

市民で創るヨコ
ハマ若者応援
特区実行委員
会

神奈川県 厚生労働省

090300
本人の状況に応じた生活保護の
給付方式

生活保護法

　生活保護については、地方公共団体が、
厚生労働大臣の定める基準に従い、生活保
護受給者の状況に応じて実施している。

ＮＰＯ法人が自立支援において生活保護を活用
することを可能にする。

　NPO法人による自立支援の一環として生活保護を活用できることとする。
　自立支援での活用にあたっては、就職後の生活支援も視野に、一定の期間、弾力的な状況を設定し
ての給付方式を、NPO法人の裁量により設けることを可能とする。

提案理由：
　生活保護を一律基準に基づいて運用する結果、生活保護から抜けられない者や、親元から出ず自立
できない者が発生している状況を踏まえ、生活保護の条件設定を弾力的に行うことによって、NPO法人
が自立支援を行いやすくするもの。

C Ⅰ

　生活保護は、実施機関を地方公共団体とし、厚生労働大臣の定める基
準に従い、生活保護受給者の需要に応じて過不足無く保護を実施するも
のであり、ＮＰＯ法人等、私人の裁量により基準を設定し保護を実施するこ
とは、適切ではなく、対応は困難である。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

生活保護のケースワーク業務をＮＰＯ法人等に委託できるようにす
べきこと。
生活保護のケースワーク（現業）業務は、福祉事務所のケースワー
カー（公務員）が行うこととされているが、人事異動の短いサイクル
やカウンセリング等の専門性の欠如により、長期の時間をかけて本
人と伴走するような形で関わり、安心感を与えつつ、徐々に自立の
意欲を醸成し、 終的に就労等の自立に至らせるような取組みは、
現実には難しい。このため、被保護者（特に、自立の可能性が見込
まれる者）のケースワーク（現業）業務そのものについて、人材等に
関する一定の要件を満たすＮＰＯ法人等の外部組織に委託できるよ
うにすることを提案する。これにより、保護率の上昇によるケース
ワーカーの過剰持ち件数や過重労働を緩和することもできる。なお、
委託するケースワーク（現業）業務の範囲については、各福祉事務
所の判断により、管理的な業務は除外し、支援的な業務に限定する
ことも考えられる。
　なお、別途「行政組織間及びNPO法人との個人情報の取扱いの緩
和」（管理コード040150）及び「NPO法人の職員のみなし公務員化」
（管理コード200020）において、NPO職員が公務員等と同等の立場
を得ることを提案しているのも、本提案を実現することを容易にする
ことを念頭に置いたものである。

Ｄ（現行規
定により
対応可
能）

Ⅰ

NPO法人等にケースワーク業務全般を委託することは認められな
いが（※）、管理的な業務以外のケースワーク業務の一部につい
て、十分遂行しうる能力のあるNPO法人等に委託し（各福祉事務
所の判断により、管理的な業務は除外し、支援的な業務に限定す
ることも考えられる）、生活保護受給者の自立に向けた取組が推
進されるよう、通知等により関係自治体に対し働きかける。
（※）ケースワーク業務については、保護の実施機関である地方自
治体の責任において行うべきものである。

市民で創るヨ
コハマ若者応
援特区

0
0
3
0
1
0
0

市民で創るヨコ
ハマ若者応援
特区実行委員
会

神奈川県 厚生労働省

090310
ハローワークの職業紹介に関す
る事務の先行移管

厚生労働省設置法第２
３条第１項、第２４条第
１項
職業安定法第５条、第
８条第２項

　ハローワークは、憲法第２２条に基づく職
業選択の自由及び憲法第２７条に基づく勤
労権を保障するため、ナショナルミニマムと
しての職業紹介、雇用保険、雇用対策を全
国ネットワークにより一体的に実施してい
る。

  国の出先機関原則廃止に向けた道筋を早期に
示すため、国の出先機関の事務を希望する地
方に先行移管する制度を創設する。
　そのため、ハローワーク（公共職業安定所）の
職業紹介に関する事務について、埼玉県に先行
移管する。併せて、業務の民間委託ができる制
度を創設する。
　また、国と地方の間の人材相互派遣制度を創
設する。

  ハローワークの職業相談・職業紹介や求人の受付などの事務を県へ移管すれば、地域の総合的行政
機関である県が一元的に労働行政を展開できるようになる（県は産業界や教育界、市町村との太いネッ
トワークがあるので、その強みを活かし、労働行政を産業政策や福祉政策・教育政策と一体的・戦略的
に展開できる。）。
　その際、マンツーマンで専門的なサポートが必要な若者、女性の方々に、カウンセリングやスキルアッ
プ、職業紹介をトータルにサポートするため、民間のノウハウを活用することで、より効果的に行うことが
できる。
　その結果、求人の拡大や雇用のミスマッチの解消により、失業率の低下につながる。
　また、現行制度では認められていない国と地方の間の人材相互派遣制度が創設されれば、事業の性
質や事業量に応じて柔軟な人材活用が可能となる。

前段：C・Ｆ

中段：D

解決策の
前段：Ⅰ・
Ⅲ
中段：－

（前段について）
　ハローワークの職業紹介業務を埼玉県に先行移管することは、
①都道府県域を超えた就職や人材確保ニーズへの対応を効果的・効率的
に実施できない、
②職業紹介と雇用保険の分離は濫給を招く、
③雇用状況の悪化や大型倒産に対し、全国一斉に統一的な指揮命令下
で迅速・機動的に対応できない、
④我が国の批准するＩＬＯ第８８号条約に明白に違反する
ことから困難。(労使を含めた労働政策審議会も同意見)
　埼玉県による職業紹介を国が委託を含め支援することについては、特区
提案者の具体的な要望を十分に踏まえ、引き続き検討。
（中段について）
　ハローワークの職業紹介業務を埼玉県に移管せず、埼玉県が、若者や
女性への就業支援を民間に委託して実施することは現行制度でも可能で
ある。
（後段について）
　他省庁にて回答。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、また、検討主
体・内容・プロセ
ス・検討を開始し
結論を得る時期
等について、再
度検討し回答さ
れたい。

提案に対する回答についての見解は、別様のとおり。この提案は、
ハローワークの職業紹介事務を県へ移管し、産業界や教育界、市
町村との太いネットワークを生かすことにより、産業政策、福祉政策
及び教育政策と連携した戦略的な労働行政を展開するもの。県行
政が多分野で蓄積しているノウハウや情報を労働行政に導入するこ
とで、国の総合的雇用情報システムや労働行政に精通した人材を

大限に生かすことができる。したがって、ハローワークの職業紹介
事務は、県へ移管すべきである。その上で、民間の柔軟なノウハウ
などを、若者や女性に対するカウンセリングやスキルアップに活用
するため、民間委託の制度を創設すべきである。（別様有り）

前段：C・Ｆ

中段：D

解決策の
前段：Ⅰ・
Ⅲ
中段：－

全国ネットワークに基づく職業紹介サービスを確保しつつ、埼玉県
による職業紹介を国が委託を含め支援することについては、特区
提案者の具体的な要望を十分に踏まえて検討し、平成２２年度中
に結論を得る。
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0

埼玉県 埼玉県
人事院
総務省
厚生労働省

090320
一時預かり事業を行う場合の評
議員会設置の適用除外

児童福祉法第３４条の
１１
社会福祉法第２条
社会福祉法人審査基準
第３-４

社会福祉法上の第２種社会福祉事業であ
る、一時預かり事業を行う場合には、評議員
会の設置が必要となっている。
（経過措置として、３年間（平成２３年度末ま
で）の猶予期間あり）

　社会福祉法人が運営する保育所が一時預か
り事業（一時保育）を行う場合、社会福祉法人に
評議員会の設置が義務づけられている。
　地域によっては、一時預かり事業のニーズや
評議員確保の困難度が異なることから、保育所
を運営する社会福祉法人が一時預かり事業（一
時保育）を行う場合については、評議員会の設
置を適用除外とする。

　社会福祉法人が運営する保育所が一時預かり事業（一時保育）を行う場合、社会福祉法人に評議員
会の設置が義務づけられている。
　しかし、地域によっては、一時預かり事業（一時保育）に対するニーズが異なっている。
　また、評議員会の設置については、ボランティアである評議員が必要であるが、その候補者がいない
など、社会福祉法人にとって負担が大きく、一時預かり事業（一時保育）を実施していた社会福祉法人
が、実施を取りやめるケースも見受けられる。
　保育所を運営する社会福祉法人が一時預かり事業（一時保育）を行う場合については、評議員会の
設置を適用除外とすることにより、保育所を運営する社会福祉法人の負担が軽減され、一時預かり事
業（一時保育）の実施が増え、子育て家庭への支援を充実することができる。

B-1 Ⅳ
ご要望については、評議員会の設置の適用除外とすることで、全国的措置
として対応することとする。

B-1 Ⅳ
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埼玉県 埼玉県 厚生労働省

090330

障害者自立支援法に基づく障害
福祉サービス事業所に配置が義
務づけられているサービス管理
責任者の資格要件の緩和

・障害者自立支援法第
43条
・障害者自立支援法に
基づく指定障害福祉
サービスの事業等の人
員、設備及び運営に関
する基準（平成18年厚
生労働省令）
・指定障害福祉サービ
スの提供に係るサービ
ス管理を行う者として厚
生労働大臣が定めるも
の等（平成18年厚生労
働省告示）

障害福祉サービスの提供に係るサービスの
管理を行うサービス管理責任者の要件とし
ては、一定の実務経験を満たすことと、一定
の研修を修了することを求めている。
　　この実務経験については、実務内容等に
応じて、一定の従事期間を満たすことが求
められており、ご指摘の社会福祉主事任用
資格者等は5年の実務経験、それ以外の者
は10年の実務経験を要することなどが定め
られている。

　障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス
事業所を運営するには、一定の要件を満たした
サービス管理責任者が必要である。
　配置が義務づけられているサービス管理責任
者の資格要件について、社会福祉主事任用資
格者等は５年の実務経験、それ以外の者は１０
年の実務経験を要するところを、それぞれ、３
年、５年の実務経験に短縮する。

障害者自立支援法に基づく生活介護や就労継続支援Ｂ型等の障害福祉サービス事業所を運営する
には、一定の要件を満たしたサービス管理責任者が必要である。

障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業所に配置が義務づけられているサービス管理責任
者については、資格要件が、社会福祉主事任用資格者等は５年の実務経験、それ以外の者は１０年の
実務経験を要するとされているが、これを緩和し、それぞれ、３年、５年の実務経験に短縮する。

これにより、旧体系の障害者施設や法定外の施設である小規模作業所が、障害者自立支援法に基づ
く障害福祉サービス事業所に移行する（以下「新体系への移行」）場合など、サービス管理責任者の確
保が容易となり、新体系への移行を促進することができる。

Ａ Ⅲ

都道府県知事が、サービス管理責任者の確保が困難なことから障害者自
立支援法に基づく障害福祉サービス事業の遂行が困難であると認める場
合に、サービス管理責任者の資格要件に係る実務経験を緩和する規制の
特例措置を特区において実施し、このことによる弊害調査等を経て、全国
展開の有無等を検討する。

A Ⅲ
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埼玉県 埼玉県 厚生労働省
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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由
措置の分

類
措置の内

容
各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 プロジェクト名

提
案
事
項

管
理
番
号

提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

090340
病児・病後児保育事業（体調不良
児対応型）の国庫補助採択基準
の撤廃

保育対策等促進事業費
補助金交付要綱

全国児童福祉主管課長
会議資料

病児・病後児保育事業のうち体調不良児対
応型については、限られた予算をより必要性
の高いものに効率的に配分する観点から、
実施要綱に定める要件のほか、国庫補助を
受けるために必要とされる要件を平成20年
度より定めている。

　病児・病後児保育事業のうち体調不良児対応
型については、「病児・病後児保育事業実施要
綱」において、看護師等を１名以上配置すること
と規定されている。しかし、体調不良児対応型に
ついては、実施要綱に定める要件のほか、国庫
補助採択基準により、看護師等を常時２名以上
配置等の要件が別途定められているので、実施
要綱にない補助採択基準を撤廃する。

病児・病後児保育事業のうち体調不良児対応型については、「病児・病後児保育事業実施要綱」にお
いて、看護師等を１名以上配置することと規定されている。しかし、体調不良児対応型については、実施
要綱に定める要件のほか、現在、国庫補助採択基準により、看護師等を常時２名以上配置等の要件が
別途定められている。
病児・病後児保育事業は、利用者のニーズが高く、子育て世代への就労支援の推進にとっても、事業

の拡大が喫緊の課題となっている。
求める措置が実現されることにより、保育所の体調不良児対応型への取組が容易となり、子育て支

援、就労支援につながる。

C Ⅳ

病児・病後児保育事業のうち体調不良児対応型については、限られた予
算をより必要性の高いものに効率的に配分するため、実施要綱に定める
要件のほか、国庫補助を受けるために必要とされる要件を平成20年度よ
り定めているところである。
なお、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（平成２1年１２月８日閣
議決定）等に基づき、幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための
包括的・一元的なシステムの構築について検討を行う「子ども・子育て新シ
ステム検討会議」が設置されたところであり、この会議において、病児・病
後児保育（体調不良児対応型）の今後の位置づけについて検討することと
している。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

提案に対する回答では、限られた予算をより必要性の高いものに効
率的に配分するため、病児・病後児保育事業の実施要綱に定める
要件のほか、国庫補助を受けるための採択要件を設けているとのこ
とである。しかしながら、実質的には、国庫補助上の採択要件が、実
施に当たっての要件となっている。仮に、必要性の高いものに予算
を効率的に配分するというのであれば、看護師数等の要件を加重す
るのではなく、保育児童数などニーズを反映する指標を用いて判断
すべきである。また回答では、政府の「子ども・子育て新システム検
討会議」において、病児・病後児保育（体調不良児型）の今後の位
置づけを検討するとのことである。本県では実施基準に基づき事業
を行う施設を拡大することが重要な課題となっており、構造改革特区
制度による迅速な対応を求めるものである。

ｃ Ⅳ

病児・病後児保育事業のうち体調不良児対応型については、限ら
れた予算をより必要性の高いものに効率的に配分するため、実施
要綱に定める要件のほか、国庫補助を受けるために必要とされる
要件を定めているところ。
なお、保育児童数を要件に加えると、規模の大きい施設への補助
が中心となり、人口減少地域等に補助がされなくなる恐れがある
ため適当でないと考える。
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埼玉県 埼玉県 厚生労働省

090350

地域包括支援センターにおける
介護予防サービス計画（ケアプラ
ン）作成業務の委託件数制限の
撤廃

介護保険法第47条第１
項第１号、第81条第１
項、第２項
指定居宅介護支援等の
事業の人員及び運営に
関する基準

要支援者の介護予防サービス計画は、市町
村が設置している地域包括支援センターが
作成しているが、居宅介護支援事業者（ケア
マネ事業所）へ委託することが可能となって
おり、ケアマネ事業所の介護支援専門員（ケ
アマネージャー）１人あたり８件まで委託をす
ることが可能。

　地域包括支援センターでは、介護予防事業、
総合相談支援事業等のほか、要支援者の介護
予防サービス計画（ケアプラン）作成を行ってい
る。
　しかし、同センターから、居宅介護支援事業所
に作成委託できるケアプラン件数は、介護支援
専門員１人につき、８件までしか認められていな
い。
　このため、要支援者のケアプランの作成につ
いて、件数の制限を撤廃する。

　地域包括支援センターでは、介護予防事業、総合相談支援事業等のほか、要支援者の介護予防
サービス計画（ケアプラン）作成を行っている。高齢者が増加する中、要支援者のケアプラン作成件数も
増加している。
　しかし、居宅介護支援事業所に委託できるケアプラン件数は、介護支援専門員１人につき、８件までし
か認められていない。
　一方、要介護者に係るケアプランについては、標準は示されているが件数の制限はない。
　地域の実情によって、要支援者のケアプラン作成のニーズが異なることから、要支援者の介護予防
サービス計画（ケアプラン）作成の委託件数の制限を撤廃することとする。
　これにより、居宅介護支援事業所へのケアプラン作成の委託数が拡大し、要支援者に対する介護
サービスの展開が促進されるとともに、地域包括支援センターが重要な役割を担うべきとされている「地
域の高齢者の包括的・継続的マネジメント事業」や「総合相談・支援事業」を積極的に推進することがで
きる。

C Ⅲ

○今後検討
　要支援者の介護予防サービス計画の作成については、地域包括支援セ
ンターにおける業務負担が大きいことから、総合相談支援や権利擁護等
の地域包括支援センターの本来的な業務に影響しているというご指摘もあ
るところ。
　今後、介護予防全体の見直しを図る中でご指摘のことについても検討し
てまいりたい。（社会保障審議会における議論が必要）

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

提案に対する回答で示されているとおり、要支援者の介護予防サー
ビス計画作成に関する地域包括支援センターの業務負担が大きく、
本来的な業務に影響している実態が指摘されている。構造改革特区
制度は、既存の規制そのものについての制度改正を目指すもので
はなく、喫緊の課題等に対して特定の目的の下に、地域限定での規
制の特例として認めるものである。現場からは、実態に即した実効
性のある改善策が求められていることから、構造改革特区制度によ
る対応を求めるものである。 また、構造改革特区で先行して実施す
ることで、国の介護予防全体の見直しにも資するものである。

F -

○　要支援者の介護予防　サービス計画の作成については、地域
包括支援センーにおける業務負担が大きいことから、総合相談支
援や権利擁護等の地域包括支援センターの本来的な業務に影響
しているというご指摘もあるところ。
　　介護予防全体の見直しを図る中でご指摘のことについても検討
してまいりたい。
　（社会保障審議会における議論が必要）
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埼玉県 埼玉県 厚生労働省

090360
要介護認定及び要支援認定にお
ける認定有効期間の延長

介護保険法第２８条、
第３３条
介護保険法施行規則第
３８条、第４１条、第５２
条、第５５条

要介護・要支援認定の有効期間は、新規認
定で３ヵ月から６ヵ月（原則６ヵ月）、更新認
定で３ヵ月から24ヵ月（原則12ヵ月）となって
いる。

　要介護認定及び要支援認定では、認定有効期
間は、新規認定が６か月以内、更新認定が２４
か月以内となっている。
　これを緩和し、新規、更新とも、認定有効期間
を３６か月以内まで延長する。

　要介護認定及び要支援認定では、認定有効期間が短いため、更新手続や事務処理が、高齢者や市
町村の負担になっている。
　認定有効期間は、新規認定が６か月以内、更新認定が２４か月以内となっているが、長期間状態に変
化のない人も多くいる。
　また、心身の状態が変わった際には区分変更申請ができる。このことから、認定有効期間を３６か月
以内まで延長する。
　認定有効期間を延長することにより、高齢者の負担が軽減され、安定的に介護サービスを受けること
ができる。併せて、市町村の事務や経費負担が軽減される。

C Ⅲ

○介護保険制度における要介護認定は、給付の前提となるものであり、心
身の状況等に即した要介護認定を適時適切に行うことにより、利用者に必
要なサービスを提供するという利用者保護の観点から、延長することは困
難。

○なお、状態が安定している等の理由により長期間要介護状態区分が変
化しないと認められる者については、平成１８年の制度改正において有効
期間を延長（１２ヶ月→２４ヶ月）したところ。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

平成１８年の制度改正において、長期間要介護状態区分が変化しな
いと認められる者の有効期間を延長したとのことである。しかしなが
ら、依然として要介護認定及び要支援認定に関する手続について高
齢者の負担は大きい。また、状態が変わった際には区分変更申請
ができるため、有効期間を延長しても利用者保護の問題はない。さ
らに、高齢者の増加により市町村の事務や経費負担が増大してい
る実態があるため、長期間状態に変化のない方等の更なる有効期
間延長の取扱について、構造改革特区制度での対応を求めるもの
である。

C Ⅲ

○　現行の要介護認定有効期間の 長期間である24ヵ月を経過
した後に更新認定を受けた者の約３割は従前の要介護認定と異な
る要介護状態区分に認定されている。

○　こうした利用者は現行制度においても区分変更申請を行うこと
が可能であったにもかかわらず、結果として申請を行わず、一定期
間、その心身の状況等に即していない要介護認定区分に認定され
ていたものである。

○　こうした現状を踏まえると、有効期間を延長しても区分変更申
請が行えるため、利用者保護の問題がないとするご指摘は妥当で
はない。

○　したがって、有効期間を更に延長することは困難である。
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埼玉県 埼玉県 厚生労働省

090370

○社会福祉法人が所有する老人
福祉施設の財産処分（転用等）の
承認基準の緩和

○厚生労働省所管一般
会計補助金等に係る財
産処分について（平成
20年4月17日会発第
0417001号会計課長通
知）

※１　通知の趣旨
少子高齢化の進展や産
業構造の変化等の社会
経済情勢の変化への対
応、既存ストックの効率
的活用による地域活性
化を図るため、当該通
知を定め、財産処分承
認手続の一層の弾力化
及び明確化を図ったも
の。
※２　通知の対象
老人福祉施設を含む社
会福祉施設に限らず、
厚生労働省所管の補助
金の補助を受けて整備
される施設が対象と
なっている。

　社会福祉法人が、国庫補助金で建設した
施設について、他の目的の施設に転用する
場合、経過年数に関わらず厚生労働大臣の
承認が必要である。
　なお、「老健局所管一般会計補助金等に
係る承認基準の特例」において、経過年数
が10年以上の老人福祉施設等については、
包括承認事項と位置づけ、報告のみの取り
扱いとしている（社会・援護局及び雇用均
等・児童家庭局も同様の取扱い）。

　社会福祉法人が、国庫補助金で建設した老人
福祉施設で、１０年以上経過した施設の財産処
分（転用等）は厚生労働大臣への報告となって
おり、１０年未満のものを財産処分（転用等）す
る場合には、厚生労働大臣の承認が必要であ
る。
　この基準を緩和し、１０年未満のものについて
も、県知事の承認及び厚生労働大臣への報告
により、財産処分（転用等）ができることとする。

　社会福祉法人が、国庫補助金で建設した老人福祉施設で、１０年以上経過した施設の財産処分（転
用等）は厚生労働大臣への報告となっており、１０年未満のものを財産処分（転用等）する場合には、厚
生労働大臣の承認が必要である。
　この基準を緩和し、１０年未満のものについて、県知事の承認及び厚生労働大臣への報告により、財
産処分（転用等）ができることとする。
　求める措置が実現されることにより、地域の介護ニーズに弾力的に対応することができる。
　また、ショートステイ床から特養床への用途変更により、少しでも早く、特養床に入所できるようにな
り、特別養護老人ホームの待機者の解消に寄与する。

Ｃ Ⅳ

　国庫補助金は目的に沿って交付されている。経過年数が10年以上の老
人福祉施設等については、補助金交付の目的を達成したものと考えられ
るため、左の会計課長通知の趣旨を踏まえ、弾力化を図り、報告のみの取
扱いとしている。
　一方経過年数が10年未満の老人福祉施設等については、補助金交付
の目的を達成したとはいえないため、その目的外の施設への転用にあ
たっては、個別事案ごとに判断する必要がある。したがって、速やかな転
用を図るならば、転用予定時期を勘案の上、早期に処分承認を申請する
ことにより対応すべきである。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

本県の老人介護の現場では、ショートステイ床から特養床への用途
変更による特別養護老人ホームの待機者の解消など、地域ニーズ
に即した弾力的な対応が必要となっている。提案に対する回答で
は、補助金交付後１０年未満の施設の目的外の施設への転用につ
いては、厚生労働大臣が個別事案ごとに判断して承認する必要が
あるとのことであるが、個別事案ごとの判断が可能ということであれ
ば、この判断は老人福祉の現場により近い市町村の意見を把握し
た上で、県知事が行うことにより、現場が求める、迅速な処理が可能
となる。以上から、構造改革特区制度による対応を求めるものであ
る。

Ｃ Ⅳ

　会計課通知に基づき経過年数に関わらず「厚生労働大臣の承
認」が必要とされていることについては、平成20年4月10日に決定
された補助金等適正化中央連絡会議における関係府省庁の申し
合わせに基づき、実施しているものである。
　会計課通知を変更する場合、老人福祉施設以外の他の施設の
取扱いに波及することから、財務省を含めた関係省庁との調整が
必要である。
　なお、地域再生法による地域再生計画の認定を受けた者の場合
には、国庫補助完了後10年未満の老人福祉施設であっても、厚生
労働大臣の承認や国庫納付を必要とせず、転用が可能となる。
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埼玉県 埼玉県 厚生労働省

090380 独立行政法人科学債の発行

独立行政法人通則法第
４５条５項
独立行政法人医薬基盤
研究所法第５条

○　つくば市における独立行政法人の研
究所として、
　・（独）医薬基盤研究所霊長類医科学
研究センター
　・（独）医薬基盤研究所薬用植物資源
研究センター
　があげられている。
○　同法人の主たる事務所の所在地
は、大阪府である。

独立行政法人通則法第４５条５項の「個別法に
特段の定めがある場合を除くほか、長期借入金
及び債権発行をすることができない。」という規
制の特例を認め、科学債を発行する。

　つくば市における独立行政法人（大学を含む）が一体となって、国策研究を行う資金を集めるため、同
時に、日本の未来を担うポストドク研究生活安定を図る基金を募るため、独立行政法人が証券会社との
連携の下に「科学債」を発行することを可能にする。

　政府の成長戦略に決定された、グリーンイノべーションとライフイノベーションの研究をつくば在住の研
究所・大学（以下、研究所群という）で総力を挙げて研究するため、独自の資金調達をめざす。「科学
債」は、１０年据え置きの債権で、科学技術の研究成果が得られたときに配当・元本償還する。一種の
ベンチャーキャピタルの形成であり、先端性・信頼性の も高い日本の研究所群への投資であり、か
つ、政府の成長戦略と第４期科学技術基本計画のリード機関、リードエリアとなるべき研究所群を国に
先駆けて動かすものである。かかる研究所群に対し、広く民間、個人、外国などから投資する仕組みを
作る。
　また、集まった資金の一部を使い、ポストドク保障基金を設立し、ポストドクや若手研究者が、連続して
プロジェクトに就く斡旋を行い、その生活がワークシェアリングシステムによって、パーマネント研究者と
同等の生涯所得・社会保障が得られるように支援する仕組みをつくる。
　日本は、国際経済における地位が次第に低下し、研究部門で後発のアジア諸国にも、追い越されよう
としている中で、研究所群は、国の動きを待つのではなく、国の動きに呼応して、すでにある科学インフ
ラを活用して迅速に国策イノベーションを進めなければならない。従来、研究機関の横のつながりと若
手の養成にボトルネックを指摘されてきたが、科学債の収益はこの二つの問題の解決を図る資金とな
り、国策イノベーションの国内 大の担い手として、つくばの研究所群が力を発揮することになる。
  国家的な共通課題である新成長戦略（グリーン・イノベーション及びライフ・イノベーション）に係る研究
開発に関し，つくばに立地する各研究機関が産官学・国内外で連携して取り組む。

Ｅ Ⅳ
○（独）医薬基盤研究所の本部は大阪府に所在する法人。
○つくば市にある支所が単独で債券を発行することはできない。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

時代が大きく変革する中、国づくりに関しても、「新しい公共」の仕組
みを官民挙げて、創り出すことが重要と思われる。独立行政法人に
おいても、例えば、特定の国策研究課題や、あるいは 先端大型医
療機器の維持管理に係る案件等に対して、独自に又は連携して債
権発行を可能としていただくことは、まさに特区制度によって実現さ
れるべきものであると認識している。個別法改正に時間がかかるが
故に、今回の提案となっている。再度ご検討いただけるようお願い申
し上げる。

Ｅ Ⅳ

前回の回答の繰り返しとなりますが、ご提案については下記のと
おりとなります。
○（独）医薬基盤研究所の本部は大阪府に所在する法人。
○つくば市にある支所が単独で債券を発行することはできない。

国家戦略つく
ばオフィス実
現プロジェクト
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国家戦略つくば
オフィス実現委
員会

茨城県

総務省
外務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
内閣府
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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由
措置の分

類
措置の内

容
各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 プロジェクト名

提
案
事
項

管
理
番
号

提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

090391
寄付金と反対給付及び利益相反
にかかわる規制緩和

厚生労働科学研究にお
ける利益相反の管理に
関する指針

「厚生労働科学研究における利益相反の管
理に関する指針」に基づき、厚生労働科学
研究費の交付条件として、外部委員による
管理を等指針の遵守を求めている。

・国策研究を目的として寄付が行われた場合
・複数機関に対して同じ目的で寄付が行われた
場合
の双方を満たす場合にのみ、研究開発の目的
を限定し、かつ研究開発成果の情報を対価とし
うる寄付行為を可能とする。（反対給付にかかわ
る規制の緩和）
　また、寄付金控除の控除対象限度額の引上げ
あるいは全廃（全額損金算入）を行う。

【具体的内容】
　①  研究開発に関する利益相反ガイドラインの
　　緩和

※提案理由
研究開発力の強化、イノベーション創出のために、研究開発機関におけるオープンイノベーションを阻
害する規制の緩和が必要。より具体的には、民間企業からの研究開発機関への投資を促進し、さら
に、研究開発機関における利益相反ガイドラインを緩和することで、課題解決型国策研究におけるニー
ズとシーズの連携を頻度・規模ともに増加させることを目指す。
※具体的実施内容
寄付を行った側：
１）寄付金を用いた研究開発の目的を定めることが出来る。（国に対する寄付、あるいは指定寄付金の
イメージ）
２）リードタイム１年の間に限り、研究成果にかかわる情報を寄付行為の対価として独占的に得ることが
出来る。（反対給付にかかわる規制の緩和）
寄付を受けた側：
研究開発に関する利益相反ガイドラインを大幅に緩和する。（反対給付にかかわる考え方、利益相反ガ
イドラインを明示するだけでも可。）
寄付行為に対して：
景品表示法を適用しない。
寄付をする側の宣伝効果、将来における販売促進効果などを規制の目的として問わない。

C Ⅳ

○　「厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針」は、厚生
労働科学研究費による研究において、公正性・信頼性を確保するための
ルール。
○　その例外を設けることについては、
    ①　特定企業の意思が影響を及ぼす
    おそれ
    ②　第三者から、公正性などについて
    「疑い」をもたれるおそれ
があることなどから、かえって、研究成果が意味をなさず活用できなくなる
可能性が生ずる。
○　また、特定企業に不利益な情報等が研究の対象となる者に十分説明
されないなど、国民に不利益をもたらすおそれ（研究が適正に行われない
おそれ）も生ずる。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

・国家戦略に資する研究のために、所管ごとに策定するのではなく、
政府で統一した利益相反ガイドラインが必要である。
・個別に定めていること自体が実質的な規制（制約）として機能して
いる。

D（現行規
定により
対応可
能）

－

○　「厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針」
は、意欲ある研究者が安心して研究に取り組めるよう環境を整備
する趣旨で策定されたものです。
○　この指針では、ご提案の様な寄附について、各研究機関で適
切に管理することを求めているものであり、利益相反に関する指針
を緩和しなければ、寄附が出来ないというものではありません。
○　なお、他省庁の所管する研究分野を含む指針統一の検討に
ついては、当省においてお答えする立場にありません。

注１　利益相反とは
　研究者の研究に利害関係をもつ企業が、その研究者に寄附等を
行うこと
（例）
　Ａ社の製品の副作用を調査している研究者が、他の研究につい
てＡ社から寄附を受けること。

注２　利益相反の管理
　・寄附等の一般への開示
　・第三者による研究のモニタリング
　・研究計画の修正　等

国家戦略つく
ばオフィス実
現プロジェクト
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3
5
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3
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国家戦略つくば
オフィス実現委
員会

茨城県

外務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
内閣府

090400
第2種社会福祉事業における社
会福祉法人の評議員会の設置及
び経理区分明確化の緩和

・社会福祉法第４２条
（評議員会）
・「社会福祉法人の認可
について」（児発９０８
号）　平成12年12月1日
通知
第３　４　評議員会
・「社会福祉法人の認可
について」の一部改正
について（雇児発第
0430001号）平成２１年
４月３０日通知
・社会福祉法人会計基
準の制定について（雇
児発第0220001号）平成
19年2月20日改正　３会
計基準運用上の留意点
別紙第4条（経理区分）
・「保育所における社会
福祉法人会計基準の適
用について」の一部改
正について（雇児保発
第0430001号）平成21年
4月30日通知

社会福祉法上の第2種社会福祉事業であ
る、一時預かり事業を行う場合には、評議員
会の設置及び経理区分の明確化が必要と
なっている。
（経過措置として、３年間（平成２３年度末ま
で）の猶予期間あり）

評議会の設置、経理区分明確化の経過措置の
延長措置等

第二種社会福祉事業にかかる評議会の設置、経理区分明確化等の緩和措置を講ずることにより、在宅
子育て支援の充実や保育所待機児童解消の重要部分を担っている一時預かり事業を維持、拡大す
る。

提案理由：
第二種社会福祉事業にかかる評議会の設置、経理区分明確化等の規定により、事業者側の負担（評
議員の人選、経理区分の分離事務にかかる新たな人件費の発生、保育士の兼務が困難等）が大きく、
一時預かり事業を撤退する恐れがある。
事業実施者が減ることで、在宅子育て中の家庭がリフレッシュ等のために保育施設を利用することが困
難となり、その結果、無理に就労等の実績をつくり保育所への入所を希望する世帯が増えることで、更
なる保育所待機児童増加につながることが懸念される。

代替措置：
評議会の設置、経理区分明確化の経過措置をさらに延長する若しくは努力義務にする等の緩和措置を
とることで、事業者の撤退を防ぐ。

B-1 Ⅳ
ご要望については、評議員会の設置及び経理区分の明確化の適用除外と
することで、全国的措置として対応することとする。

B-1 Ⅳ
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横浜市 神奈川県 厚生労働省

090410

管理栄養士国家試験受験資格要
件の緩和（栄養士法第5条の3第3
号で規定される卒業後の1年以上
の実務経験の免除）

栄養士法（昭和22年法
律第245号）第5条の3第
3号

管理栄養士国家試験の受験資格は、次の
いずれかに該当する者であること。
・管理栄養士養成施設を卒業
・2年制の栄養士養成施設を卒業して栄養士
免許を取得後、3年以上の実務経験を終了
・3年制の栄養士養成施設を卒業して栄養士
免許を取得後、2年以上の実務経験を終了
・4年制の栄養士養成施設を卒業して栄養士
免許を取得後、1年以上の実務経験を終了

　修業年限が４年である栄養士養成施設の在学
中に、卒業後に行う１年以上の実務経験に相当
する内容をインターンシップ制度で実施し、その
インターンシップ制度を経た者に限り、栄養士法
第5条の3第3号で規定される卒業後の1年以上
の実務経験の免除の特例を求める、

　修業年限が４年である栄養士養成施設の在学中に、卒業後に行う１年以上の実務経験に相当する内
容をインターンシップ制度で実施し、そのインターンシップ制度を経た者に限り、卒業後に行う１年以上
の実務経験を免除し、管理栄養士国家試験受験資格を得るものとする。これにより、国家試験を受験し
就職する学生の選択肢が増え、即戦力としてより高度な栄養指導の業務に従事することが可能にな
る。
　提案理由：静岡県東部は、静岡県が「富士山麓先端健康産業集積構想（ファルマバレープロジェク
ト）」を推進している地域である。また三島市は「健康都市」宣言とともに、｢三島市食育基本条例｣を制定
し「食育推進都市」を宣言、市民、事業者等との協働による全市的な活動として「食育」を積極的に進め
ている。
　しかし、静岡県東部地域には管理栄養士養成施設が設置されていない。地域に根ざした大学から多く
の管理栄養士を輩出し、ファルマバレープロジェクトや食育推進事業を、食事や栄養の面から積極的に
推進していく。
　代替措置：すでに栄養士免許を取得している日本大学短期大学部専攻科食物栄養専攻の学生が在
学中（２年間）の１年次から、静岡県立がんセンターや静岡県総合健康センター等において、１年間の栄
養士実務経験と同等の実務経験を年間計画として積み充足させる。また、食育を推進している三島市
の保健センターなどが実施する各種事業に参画し、地域に根ざした管理栄養士になるための経験を積
み重ねる。

ｃ Ⅰ

　管理栄養士の業務は、栄養に関する高度の専門的知識及び技能を必要
とする業務である。
　実務経験は、管理栄養士国家試験の受験にあたり管理栄養士に求めら
れるより高度な水準の知識・技能の修得を目的として、栄養士養成施設卒
業者に対して、栄養士免許取得後に一定期間求めるものである。
　他方、栄養士養成施設在学中に行われるインターンシップ等は、栄養士
免許取得を目的として行うものであるため、両者の目的は異なる。
　また、栄養士養成施設卒業者に求める実務経験年数については、管理
栄養士として必要な知識および技能の水準を全国一律に担保するため、
修業年限に応じて必要 低限の期間を定めているものである。
　したがって、インターンシップ制度を経た者に限り、卒業後に行う１年以上
の実務経験を免除し、管理栄養士国家試験受験資格を得るものとすると
いう提案は認められない。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

４年制の栄養士課程では、修了時に栄養士資格を得るため、在学
中に、管理栄養士に求められるより高度な知識・技能の修得を目的
とした実務経験を踏むことはできない。一方、本専攻科学生は、短大
等の卒業により栄養士資格を取得した後に入学する。
　したがって、２年制の専攻科期間に、学業と並行して行うインターン
シップは、栄養士免許取得が目的ではなく、栄養士資格取得者が、
管理栄養士として必要な水準の知識および技術の修得を目的に実
施しようとするもので、卒業後に必要な1年間の実務経験に代わりう
るものであると考える。
　本提案におけるインターンシップは実務経験を免除いただけるに
足るものとして特例を求めたい。

C Ⅰ

　実務経験の年数は、管理栄養士の資質の確保のため、平成12
年に栄養士法の改正により、栄養士養成施設卒業者の実務経験
がそれぞれ1年間延長した。よって、管理栄養士国家試験受験資
格は、2年制の栄養士養成施設であれば3年以上、3年制の栄養士
養成施設であれば2年以上、4年制の栄養士養成施設であれば1
年以上必要である。
　そのため養成施設卒業後すぐに国家試験を受験するためには、
管理栄養士養成施設を卒業する必要があり、管理栄養士養成施
設は、平成12年度41校であったが、平成22年度130校まで増加
し、栄養士養成施設の多くは、管理栄養士養成施設へ移行してい
る。
　したがって、本要望の提案主体は、4年制の栄養士養成施設で
あるため、実務経験は1年以上必要であり、インターンシップを実
務経験として認めることはできない。
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三島市、日本大
学短期大学部
専攻科食物栄
養学専攻

静岡県 厚生労働省

090421
バイオ関連企業・研究機関等に
係る法人税等の軽減措置の創
設、国研究資金等の優先投入

該当なし -

彩都地域等へのバイオ関連企業・研究機関の
立地促進に向けた、予算の重点配分及び思い
切った法人関係税等の軽減免除を求める。

【具体的内容】
　①　国の研究開発予算に係る重点配分

①現状
我が国の成長戦略上重要なバイオ産業を振興し、国際的バイオクラスターを形成していくためには、国
家戦略として、ポテンシャルの高い地域に、バイオ関連企業や研究機関を集積させ、世界から優秀な研
究者・人材を呼び込み、次々とイノベーションを起こす環境づくりが必要。
北大阪・彩都地区は我が国Ｎｏ１のバイオクラスターだが、国家戦略の下、誘致を進める他国のバイオ
クラスターとの競争に勝ち抜いていくためには、内外から成長が見込める先進バイオ医薬や医療機器
関連企業・研究機関等の集積を一層図っていく必要がある。
②問題点
アジア諸都市では、国家間競争に勝ち抜くため、企業や研究機関、人材を呼び込むためのずば抜けた
税優遇措置等のインセンティブを用意。我国においては、各省庁ごとの個別法（企業立地法等）等によ
る支援の他は、自治体が独自で創設した補助金等のインセンティブにとどまり、クラスター形成のため
の国家的取り組みが不足。
③解決策
彩都地域及びバイオ・ライフサイエンス研究のナショナルセンターである大阪大学等の拠点における、
バイオ関連企業・研究機関の立地を促進するため、国の研究開発に係る予算の重点配分の特例措置
や思い切った法人関係税等の軽減免除を講じる。また、地方税を免除した際の地元自治体の税収減に
対しては、国による財政支援を講じられたい。
④効果
　北大阪・彩都地区に企業・研究機関の集積に向けた思い切ったインセンティブを講じることにより、世
界トップクラスのバイオクラスターの形成を図り、我が国のバイオ・ライフサイエンス分野の国際競争力
を高める。

Ｄ

厚生労働省としては、彩都地域に独立行政法人医薬基盤研究所を設置
し、地域の研究開発拠点として産学官の連携を図りながら、新たな医薬
品・医療機器の研究開発を支援するための予算配分を行っている。

また、大阪大学等の研究者による研究課題を先端医療開発特区（スー
パー特区）に採択し、研究資金の統合的かつ効率的な運用等の措置を講
じることにより、先端的な医療の実用化、産業化や国民へのより迅速な提
供に向け、研究開発の促進を図っているところであり、今後とも関係省庁と
連携の上、取り組んでまいりたい。

D

国際バイオク
ラスターの創
生・先進医療
等の開発促進
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大阪府 大阪府
厚生労働省
経済産業省

090422
バイオ関連企業・研究機関等に
係る法人税等の軽減措置の創
設、国研究資金等の優先投入

該当なし -

彩都地域等へのバイオ関連企業・研究機関の
立地促進に向けた、予算の重点配分及び思い
切った法人関係税等の軽減免除を求める。

【具体的内容】
　②　法人関係税等の軽減免除

①現状
我が国の成長戦略上重要なバイオ産業を振興し、国際的バイオクラスターを形成していくためには、国
家戦略として、ポテンシャルの高い地域に、バイオ関連企業や研究機関を集積させ、世界から優秀な研
究者・人材を呼び込み、次々とイノベーションを起こす環境づくりが必要。
北大阪・彩都地区は我が国Ｎｏ１のバイオクラスターだが、国家戦略の下、誘致を進める他国のバイオ
クラスターとの競争に勝ち抜いていくためには、内外から成長が見込める先進バイオ医薬や医療機器
関連企業・研究機関等の集積を一層図っていく必要がある。
②問題点
アジア諸都市では、国家間競争に勝ち抜くため、企業や研究機関、人材を呼び込むためのずば抜けた
税優遇措置等のインセンティブを用意。我国においては、各省庁ごとの個別法（企業立地法等）等によ
る支援の他は、自治体が独自で創設した補助金等のインセンティブにとどまり、クラスター形成のため
の国家的取り組みが不足。
③解決策
彩都地域及びバイオ・ライフサイエンス研究のナショナルセンターである大阪大学等の拠点における、
バイオ関連企業・研究機関の立地を促進するため、国の研究開発に係る予算の重点配分の特例措置
や思い切った法人関係税等の軽減免除を講じる。また、地方税を免除した際の地元自治体の税収減に
対しては、国による財政支援を講じられたい。
④効果
　北大阪・彩都地区に企業・研究機関の集積に向けた思い切ったインセンティブを講じることにより、世
界トップクラスのバイオクラスターの形成を図り、我が国のバイオ・ライフサイエンス分野の国際競争力
を高める。

Ｄ

厚生労働省としては、彩都地域に独立行政法人医薬基盤研究所を設置
し、地域の研究開発拠点として産学官の連携を図りながら、新たな医薬
品・医療機器の研究開発を支援するための予算配分を行っている。

また、大阪大学等の研究者による研究課題を先端医療開発特区（スー
パー特区）に採択し、研究資金の統合的かつ効率的な運用等の措置を講
じることにより、先端的な医療の実用化、産業化や国民へのより迅速な提
供に向け、研究開発の促進を図っているところであり、今後とも関係省庁と
連携の上、取り組んでまいりたい。

D

国際バイオク
ラスターの創
生・先進医療
等の開発促進
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大阪府 大阪府

総務省
財務省
厚生労働省
経済産業省
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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由
措置の分

類
措置の内

容
各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 プロジェクト名

提
案
事
項

管
理
番
号

提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

090430
バイオベンチャー・中小医療機器
企業に対する投資促進税制の創
設

該当なし -
製薬企業等研究開発型企業の幅広い研究開発
促進とバイオベンチャー等への投資促進税制の
創設

①現状
世界の製薬企業は、開発競争に勝ち抜くため、自社での研究開発に加え、有望なシーズを持ったバイ
オベンチャーに投資し、研究開発・新薬開発のスピードアップを進めている。（現状は、製薬企業が海外
の有望ベンチャーに相次いで出資・買収を進めている）。
一方、国内バイオベンチャーは、せっかく有望なシーズがあっても、開発・製品化までの期間が長いた
め、研究開発費用の調達が困難な状況が続いている。（他国に比べ投資による資金確保が進まない）
②問題点
製薬企業等が自社で研究開発投資を行う際には、税制上のインセンティブ（研究開発促進税制：試験
研究費の12%の額を法人税から控除など）があるものの、製薬企業等が国内のバイオベンチャーに研
究開発目的で投資する場合には税制上のインセンティブがない。
③解決策
製薬企業等がバイオベンチャー・中小医療機器企業等に研究開発目的で投資を行う場合に、自社の研
究開発投資の際適用される研究開発促進税制と同様に、投資額の一定率の額を法人税から控除する
など新たな税制を創設する。
④効果
バイオベンチャー等の資金調達が円滑化することにより、バイオベンチャーの成長を促進するとともに、
厳しい国際競争に晒される我が国の製薬企業等の研究開発と製品化を促進・スピードアップすることが
期待できる。また、バイオ分野の開発体制の海外流出が続く中、国内での開発体制の強化にもつなが
り、国内での投資促進とあわせ、知財、人材の流出防止にもつながる。

Ｚ
ベンチャー企業が開発した品目を買う場合のライセンス料や委託研究費に
ついて、既に試験研究税制の中で控除が可能。

Z

国際バイオク
ラスターの創
生・先進医療
等の開発促進

0
0
4
3
0
2
0

大阪府 大阪府
財務省
厚生労働省
経済産業省

090440
国際見本市等への医薬品等
のサンプル持込みに対する
薬事規制、輸入検査の緩和

（サンプル授与）薬事
法第55条、56条、65
条・（広告宣伝）薬事
法第68条

○サンプルの授与について
　承認前の医薬品及び医療機器の販売
及び授与等については、保健衛生上の
危害防止の観点から、薬事法第55条、
第56条及び第65条の規定により禁止さ
れている。
 
○広告宣伝について
  何人も医薬品及び医療機器であって、
承認を受けていないものについて、その
名称、効能効果等に関する広告は、薬
事法第68条の規定により禁止されてい
る。

専門的な関係者のみが集まる見本市において、
会場でのサンプルの授与や広告宣伝を認めるよ
う薬事法の規制緩和を求める。

①現状
医薬品、医療機器関連の市場は高齢化等に伴い拡大することが見込まれている。世界からのバイヤー
や技術者が集う医薬品や医療関係の国際見本市、展示会の誘致・開催は、わが国、とりわけ大阪の強
みである医薬・医療機器産業の市場拡大や同産業の発信力の向上に大きく貢献することが期待され
る。
②問題点
医薬品、医療機器については、見本市では広告宣伝を目的としないサンプル展示のみが認められてい
る。その他の行為については、禁止されているため、見本市会場でのサンプル品の授与や広告宣伝な
どができない。
③解決策
専門的な関係者のみが集まる見本市においては、会場でのサンプルの授与や広告宣伝を認めるよう薬
事法の規制緩和を求める。
④効果
医薬・医療機器関連の展示会、見本市の海外出展者の増加が見込まれる。

C・Ｄ Ⅰ

○サンプルの授与について
 　御要望のようにサンプル品を見本市会場で授与する行為は、対象が専
門的な関係者であるとはいえ、不特定多数の者へ広く医薬品等を授与す
る行為であり、保健衛生上の危害防止の観点から、認めることは適切では
ないと考える。
○広告宣伝について
  薬事法第68条の趣旨は、顧客の購入意欲を昂進させる目的である広告
宣伝について規制するものであり、学術研究の向上や発展等を目的とす
る展示や情報提供等について規制しているものではない。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

薬事法第55条及び第56条では、授与又は授与を目的とする陳列行
為を全面的に禁止しているが、一般消費者に服用目的で授与する
のはともかく、学術研究や医療の向上や発展を目的とする専門家に
まで禁止するのは適切でないと考える。なお、国の成長戦略の策定
においても、先進的な医療技術の研究開発やドラッグラグ・デバイス
ラグの解消が議論されているところである。

Ｃ Ⅰ

　御提案のあった見本市会場でのサンプル授与については、その
授与対象者・目的性に関わらず、会場において一様に参加者に承
認前の医薬品又は医療機器のサンプルを提供する行為であり、保
健衛生上の危害の防止の観点から、認めることは適切でないと考
える。

国際コンベン
ション都市の
創出

0
0
4
3
3
2
0

大阪府 大阪府 厚生労働省

090450
外国人を対象とした医療機関等
の整備に係る税財政支援措置の
創設

―

特に不採算医療と言われる救急医療や周産
期医療等を担う医療機関を支援するための
財政措置支援を行っている。（医療提供体制
施設整備交付金、医療提供体制設備整備
費等）

外国人のための宿舎や日本語学校、国際学
校、外国人受入体制の整った医療機関を整備
するため、財政支援や税の軽減を求める。

①現状
国等による留学生宿舎整備事業や留学生宿舎建設奨励事業が中止された。
②問題点
外国人研究者や留学生が安心して大阪で暮らせるための施設整備が不十分。
③解決策
特区エリア内（彩都地区、夢洲咲洲地区等）における外国人のための宿舎、日本語学校、国際学校、医
療機関の整備や、日本人と留学生が共同で居住したり、地域住民との交流拠点となる留学生寮整備に
対して、国庫補助金等の財政支援や税の軽減を行う。
④効果
特区事業に関連する研究を行う優秀な外国人研究者や留学生を府内に呼び込むことが可能となる。

Ｚ
厚生労働省では、現状において、外国人の診療を主な目的とする医療機
関の整備について、一般的な医療機関の場合に比べて税財政措置の優
遇を行う特段の理由を見出すことは困難。

Z
外国人高度・
専門人材等の
受入拡大

0
0
4
3
3
8
0

大阪府 大阪府
文部科学省
厚生労働省
国土交通省

090460
就労に係る在留資格の拡充（「介
護」資格の創設、「技能」の資格
要件の緩和）

出入国管理及び難民認
定法第２条の２、第２０
条

　介護分野の業務は、全体としては外国人
の受入れを認めている専門的・技術的分野
の業務としての評価が確立していないため、
該当する在留資格がない。

　在留資格「技能」は，産業上の特殊な分野
に属する熟練した技能を要する業務に従事
する活動とされている。

・大都市圏で不足する介護士等への就労促進
のため、新たな在留資格「介護」を創設
・ソフトウェア開発、美容師、調理師等への就労
促進のため、在留資格「技能」の資格要件の緩
和

①現状
留学生が卒業して日本の企業に就職する場合、在留資格変更許可が必要であり、「就労」を目的とする
在留資格は「人文知識・国際業務」「技術」など１６種類である。在留資格変更基準として、従事しようと
する業務に必要な知識に関わる科目を専攻し大学を卒業、またはこれと同等以上の教育を受けている
こと等の条件が求められる。
②問題点
・介護士等については、就労可能な在留資格がないため、留学生の就職、留学生受入拡大の阻害要因
となっている。
・ソフトウェア開発、美容師、調理師等への就労促進については、就労可能な在留資格がない。
③解決策
・日本での資格取得者を対象とした新たな在留資格「介護」を創設。
・ソフトウェア開発、美容師、調理師等について、日本での資格取得者を対象として「技能」の資格要件
の緩和。
なお、在留期間の上限は１０年とし、１年以内の再入国許可取得も不要とする。
④効果
関空や大学の集積等といった大阪のポテンシャルを活かし、本特例措置により留学生の受入を促進し、
地域において人材不足が懸念されている分野等の活性化、大阪の国際化を推進する。

C Ⅰ・Ⅲ

　現在、外国人労働者の受入範囲は、出入国管理法上、「我が国の産業
及び国民生活に与える影響」を総合的に勘案して決定しているところであ
り、介護分野の業務は、全体としては外国人の受入れを認めている専門
的・技術的分野の業務としての評価が確立していないため、該当する在留
資格がない。
　介護分野での受入れについては、①介護分野は介護福祉士の資格がな
くとも就労できる分野であり、資格者・無資格者の区分なく同一の労働市場
を形成しているため、外国人介護労働者を受け入れることは、日本人介護
労働者全体との競合・代替が生じること、②外国人介護労働者を受け入れ
ることは、この分野への就業希望の多い若者、　女性等の雇用機会の喪
失、日本人介護労働者の労働条件の低下などの悪影響が大きいこと、等
の労働市場に与える影響も勘案し、認められていない。
　また、在留資格「技能」の資格要件の緩和については、我が国では「専門
的・技術的分野」の外国人労働者の受け入れを基本政策としており、現行
の在留資格変更要件の緩和を行うことは、単純労働者の受入れにつなが
るものであることから、認められない。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

介護分野の業務について、外国人の受入れを認めている専門的・
技術的分野の業務としての評価・基準を確立させ、就労可能な在留
資格の創設を検討いただきたい。また、在留資格「技能」について、
留学生を含む外国人高度・専門人材の受入拡大を促進するため、
専門的・技術的分野の追加等検討いただきたい。

C Ⅰ・Ⅲ

前回も回答したとおり、現在、外国人労働者の受入範囲は、出入
国管理法上、「我が国の産業及び国民生活に与える影響」を総合
的に勘案して決定しているところであり、介護分野の業務は、全体
としては外国人の受入れを認めている専門的・技術的分野の業務
としての評価が確立していないため、該当する在留資格がない。
また、介護分野での外国人労働者の受入れについては、
①介護分野は介護福祉士の資格がなくとも就労できる分野であ
り、資格者・無資格者の区分なく同一の労働市場を形成しているた
め、外国人介護労働者を受け入れることは、日本人介護労働者全
体との競合・代替が生じること。
　②外国人介護労働者を受け入れることは、この分野への就業希
望の多い若者、　女性等の雇用機会の喪失、日本人介護労働者
の労働条件の低下などの悪影響　が大きいこと。
等の労働市場に与える影響も勘案し、認められていない。なお、介
護分野においては、まずは、現在介護分野で労働に従事する方々
の定着促進や国内の潜在的有資格者の参入促進等により、人材
の確保を図っていくことが重要であると考えている。
また、在留資格「技能」の資格要件の緩和については、現在でも我
が国の高度人材に関する在留資格制度は十分開放的であり、専
門的・技術的分野に該当するとは評価されていない分野における
受入れについては、高度人材の名の下に安い労働力確保を目的
とした外国人労働者の受け入れにつながりかねず、政府として、我
が国の産業及び国民生活に与える正負両面の影響を十分に勘案
し、国民のコンセンサスを踏まえつつ、多方面から慎重に検討して
いくことが必要である。

外国人高度・
専門人材等の
受入拡大

0
0
4
3
4
5
0

大阪府 大阪府
法務省
厚生労働省
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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由
措置の分

類
措置の内

容
各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 プロジェクト名

提
案
事
項

管
理
番
号

提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

（解決策の前段について）
　　国の全国ネットワークのハローワーク業務を大阪府に移管することは、
①都道府県域を超えた就職や人材確保ニーズへの対応を効果的・効率的
に実施できない、
②雇用保険は、保険集団を可能な限り大きくしてリスク分散を図る必要が
あるため、国が全国的に運営することが も効率的であること、
③雇用状況の全国的な悪化や大型倒産に対し、全国一斉に統一的な指
揮命令下で迅速・機動的に対応できない、
④我が国の批准するＩＬＯ第８８号条約に明白に違反する
ことから極めて非効率・不適切である。
　また、全国ネットワークに穴があき、国として国民の職業選択の自由と勤
労権保障の責任を全うできなくなることから、国の責任により全国ネット
ワークのサービス推進体制によって直接実施することが必要である。
　さらに、本年４月１日には、ハローワークのユーザーである労使を含めた
公労使からなる労働政策審議会において、上記と同様の意見がまとめら
れており、こうした声を十分尊重することが必要である。
　ハローワークで取り扱う二事業に基づく助成制度は、保険者で財政責任
を負う国が職業紹介・職業指導と組み合わせて実施しており、雇用保険、
雇用対策及び職業紹介は三位一体の形で互いに組み合わせて、国の指
揮監督の下全国的な見地から行う必要がある。また、保険者ではなく財政
負担もない地方自治体が制度の企画立案を行うことは、助成額の増加及
び保険料の上昇を招くおそれがあり不適切であること。

（解決策の後段について）
　各種助成金については、中小企業基盤人材確保助成金など、一定の民
間職業紹介事業者の紹介等で雇い入れを行った事業主について助成金
の支給対象としており、現行制度下で対応可能である。
　ただし、若年者等正規雇用化特別奨励金、新卒者体験雇用奨励金及び
試行雇用奨励金など、一部の助成金については、
① 全国において限られた財源を効果的・効率的に活用する必要があるこ
と
② ハローワークが職業紹介機能を有するだけではなく、事業主への啓
発、指導、助言を行っていることと相まって、職業相談の入り口段階で職業
経験、技能、知識等から、対象者の安定就労の実現や雇用機会の確保の
ために助成金を真に活用することが適当かどうかを判断する必要があるこ
と
などの理由から、公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困
難であると認めた者を雇い入れた事業主について助成金の支給対象とし
ているものもあり、これらの助成金については、公共職業安定所長が認め
た者を雇い入れた場合以外を助成金の支給対象とすることは困難である。

090480
労働力調査等の雇用労働統計に
係る調査事項・方法の都道府県
への協議

－
　公共職業安定所における求人、求職、就
職の状況（新規学卒者を除く。）を取りまと
め、求人倍率等の指標を作成している。

地方の雇用情勢を正確に分析できるよう、調査
の制度設計に当たっては、地方の意見を反映さ
せることを求める。

①現状
総務省が実施する労働力調査〔完全失業率など〕は、全国平均を求めることを目的としているため、府
のデータについても全域を対象としていない。また、厚生労働省の実施する有効求人倍率は、ハロー
ワークを経由した求人数等（全体の就職者の3割程度しかない）を基に算出しているなど、府の実態を正
確に表すデータとなっていない。
②問題点
現在の国のデータではサンプリング手法などの問題から、地方単位での正確な分析・実勢把握ができ
ないため、地方の雇用情勢を踏まえた効果的な対策を講じることができない。
③解決策
雇用関係の統計調査については、地方単位での分析が可能となるよう、サンプリングのあり方や調査
内容などを地方自治体と協議した上で制度設計を行うものとする。
④効果
地域の雇用情勢を把握・分析することで、労働局移管に先駆け、地方公共団体の実情に応じた雇用対
策（教育現場や福祉施策との連携）が可能となる。

E

　有効求人倍率等をとりまとめた職業安定業務統計は、公共職業安定所
の行う職業紹介業務の実績を集計した業務統計（全数調査）であり、都道
府県と協議を行うべき性格のものではない。
　ただし、各都道府県が独自に調査を行うにあたって、各労働局と調査事
項や方法などについて、意見交換を行うことは可能。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

現下の厳しい雇用情勢に対応するには、全国的なセーフティネットと
併せて、地域の実態や課題を把握し、対策を講じていくことが必要で
ある。国が現在実施するのは、全国集計を目的とする統計や業務
統計であるとの見解だが、それでは、地域により異なる課題に対し、
有効な対策を講じていくことは困難と思われる。地方に労働行政の
権限がない今、限られた財源を有効に活用するためにも、国におい
て、全国の情勢とともに地域の情勢や課題もなるべく正確に把握で
きるような統計制度の構築に向け、地方の意見を聴いていただきた
い。

E

職業安定業務統計は全国的に展開される職業紹介業務の実績を
まとめた業務統計であり、調査事項等に差があれば、全国集計や
地域間比較すら困難である。また、必要に応じ、各都道府県が追
加で独自に調査を行うにあたっては、各労働局と調査事項や方法
などについて意見交換を行うことにより、協力することは可能であ
る。

ハローワーク
の地方移管

0
0
4
3
5
0
0

大阪府 大阪府
総務省
厚生労働省

（解決策の前段について）
　　国の全国ネットワークのハローワーク業務を大阪府に移管することは、
①都道府県域を超えた就職や人材確保ニーズへの対応を効果的・効率的
に実施できない、
②雇用保険は、保険集団を可能な限り大きくしてリスク分散を図る必要が
あるため、国が全国的に運営することが も効率的であること、
③雇用状況の全国的な悪化や大型倒産に対し、全国一斉に統一的な指
揮命令下で迅速・機動的に対応できない、
④我が国の批准するＩＬＯ第８８号条約に明白に違反する
ことから極めて非効率・不適切である。
　また、全国ネットワークに穴があき、国として国民の職業選択の自由と勤
労権保障の責任を全うできなくなることから、国の責任により全国ネット
ワークのサービス推進体制によって直接実施することが必要である。
　さらに、本年４月１日には、ハローワークのユーザーである労使を含めた
公労使からなる労働政策審議会において、上記と同様の意見がまとめら
れており、こうした声を十分尊重することが必要である。

（解決策の後段について）
　ハローワークで受理した求人(求人事業主がハローワーク以外への公開
を希望しないものを除く）については、ハローワークインターネットサービス
において公開している。有料職業紹介事業又は無料職業紹介事業を行う
民間職業紹介事業者は、ハローワークインターネットサービスを閲覧する
ことにより、これらの求人情報を入手することができ、当該求人情報に基づ
き、求人事業主に確認の上、求人を受理し、職業紹介を行うこともできる。
なお、求人事業主の意向により、ハローワークによる職業紹介やハロー
ワーク内のみにおける公開を希望する場合には、ハローワークインター
ネットサービスにおいて、事業所名など一部又は全部の情報を公開してい
ない。
　民間職業紹介事業者が保有する求人情報のうち、求人者及び職業紹介
事業者が求人情報の掲載を希望するものについては、厚生労働省が運営
する「しごと情報ネット」において公開しており、ハローワークは、公開され
た求人情報を入手することが可能である。ただし、求人者又は職業紹介事
業者が、「しごと情報ネット」への求人情報の掲載を希望しないものについ
てまでハローワークに提供できる仕組みを設けることは、民間職業紹介事
業者の事業を圧迫することとなり、不適切である。
　民間職業紹介事業者が保有する求職者情報についても、求職者本人の
同意がある場合には、ハローワークに提供することが可能である。ただし、
求職者の同意がない場合についてまでハローワークに求職者情報を提供
する仕組みを設けることは、求職者の個人情報保護の観点から、不適切
である。

0
0
4
3
5
1
0

前段：C
後段：D

国と地方公共団体及びその委託を受けた民間職業紹介事業者が、
国等の支援制度を雇用のインセンティブとして活用しながら共同で
求人開拓を行い、情報の共有や相互利用を行うことで雇用の拡大を
図っていくことは、現下の厳しい雇用情勢に対して効果ある取組みと
考える。ハローワークが情報と権限を独占するのではなく、国と地
方、公労使、官民が連携･協力できる体制の構築に向け、積極的に
取り組むべき。

ハローワーク
の地方移管

大阪府 大阪府
厚生労働省

大阪府 大阪府
厚生労働省

090490
ハローワーク求人情報の民間
職業紹介事業者等との共有化

厚生労働省設置法第２
３条第１項、第２４条第
１項
職業安定法第５条、第
８条第２項

職業安定法第５条の
４、第５１条の２

国と地方公共団体及びその委託を受けた民間職業紹介事業者が、
国等の支援制度を雇用のインセンティブとして活用しながら共同で
求人開拓を行い、情報の共有や相互利用を行うことで雇用の拡大を
図っていくことは、現下の厳しい雇用情勢に対して効果ある取組みと
考える。ハローワークが情報と権限を独占するのではなく、国と地
方、公労使、官民が連携･協力できる体制の構築に向け、積極的に
取り組むべき。

前段：C
後段：C

（一部：D）

　ハローワークは、憲法第２２条に基づく職
業選択の自由及び憲法第２７条に基づく勤
労権を保障するため、ナショナルミニマムと
しての職業紹介、雇用保険、雇用対策を全
国ネットワークにより一体的に実施してい
る。

　ハローワークで受理した求人(求人事業主
がハローワーク以外への公開を希望しない
ものを除く）については、ハローワークイン
ターネットサービスにおいて公開しており、職
種、地域などの条件で検索し、活用すること
が可能である。
　有料又は無料の職業紹介事業を行う民間
職業紹介事業者は、ハローワークインター
ネットサービスを閲覧し、職種、地域などの
条件で検索することにより、必要とする求人
情報を入手でき、求人事業主に確認の上、
求人を受理すれば、職業紹介を行うこともで
きる。

  民間職業紹介事業者が保有する求人情報
のうち、求人者及び職業紹介事業者が求人
情報の掲載を希望するものについては、厚
生労働省が運営する「しごと情報ネット」にお
いて公開しており、ハローワークは、公開さ
れた求人情報を入手することが可能である。
  民間職業紹介事業者が保有する求職者情
報についても、求職者本人の同意がある場
合は、ハローワークに提供することが可能で
ある。

ハローワークの求人情報を公的就労支援機関、
民間職業紹介事業者に提供できるよう規制緩和
を求める。

①現状
国が、ハローワークにおいて、求人開拓と職業紹介を行う一方、民間の職業紹介事業者や、これらの事
業者に業務委託を行っている地方自治体の就労支援機関においても、企業や求職者への相談支援な
どきめ細かなサービスを提供しながら、求人開拓や人材紹介を行っている。
②問題点
職業安定法により、求職者等の個人情報については、ハローワークなど各機関の業務の範囲内でしか
取り扱うことができず、相互に、企業や人材の情報交換を行うことは、できない。このため、地方公共団
体やその委託を受けた民間事業者等は、ハローワークの求人情報を活用した就労支援を行えない。
平成17年３月の構造改革特区の全国展開では、官民共同の「窓口」を設置する場合に限り、求人・求職
情報の共有化が認められたが、実際にハローワークが分室を多数設置することは困難であり、窓口は
普及していない。
前項に記載のとおり、民間事業者等が求人開拓した事業主は国の助成金を受けられないこともあり、地
方自治体や民間事業者の求人開拓や職業紹介活動の効果が限定的なものにとどまっており、相乗効
果が期待できない。
③解決策
ハローワークの所管を大阪府に移管する。もしくは、職業安定法の規制を緩和し、ハローワークの求人
情報を、希望する民間事業者でも取り扱えるようにするとともに、希望する民間事業者の求人･求職者
情報をハローワークに提供できるようにする。
④効果
ハローワーク、民間事業者等が相互に乗り入れることで、マッチングの確率と求職者の利便性の向上、
労働市場の活性化が図られる。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

解決策の
前段：C

解決策の
後段：D

解決策の
前段：Ⅰ・
Ⅲ
解決策の
後段：－

前段：Ⅰ・
Ⅲ

後段：－

・各種助成金については、一部を除き、一定の民間職業紹介事業
者の紹介等で雇入れを行った事業主について助成金の支給対象
としており、雇用のインセンティブとして活用いただくことは可能。
・ハローワークで受理した求人のうち、求人事業主が公開を希望し
ないもの等以外については、ハローワークインターネットサービス
において公開している。また、民間職業紹介事業者が保有する求
人情報のうち、求人者及び職業紹介事業者が求人情報の掲載を
希望するものについては、厚生労働省が運営する「しごと情報ネッ
ト」において公開しており、情報の共有や相互利用は図られてい
る。
・大阪府の当該御指摘を踏まえ、求人事業主の意向を尊重しつ
つ、求人情報の共有のあり方について検討してまいりたい。

前段：Ⅰ・
Ⅲ

後段：Ⅲ・
Ⅳ（一部：

－）

・各種助成金については、一部を除き、一定の民間職業紹介事業
者の紹介等で雇入れを行った事業主について助成金の支給対象
としており、雇用のインセンティブとして活用いただくことは可能。
・ハローワークで受理した求人のうち、求人事業主が公開を希望し
ないもの等以外については、ハローワークインターネットサービス
において公開している。また、民間職業紹介事業者が保有する求
人情報のうち、求人者及び職業紹介事業者が求人情報の掲載を
希望するものについては、厚生労働省が運営する「しごと情報ネッ
ト」において公開しており、情報の共有や相互利用は図られてい
る。
・大阪府の当該御指摘を踏まえ、求人事業主の意向を尊重しつ
つ、求人情報の共有のあり方について検討してまいりたい。

090470

求人・雇用を行った事業主へ
の各種助成金の対象の拡大
（ハローワークだけでなく民間
職業紹介事業者に拡大）

厚生労働省設置法第２
３条第１項、第２４条第
１項
職業安定法第５条、第
８条第２項

雇用保険施行規則第１
１０条の３、第１５条の９
など

　ハローワークは、憲法第２２条に基づく職
業選択の自由及び憲法第２７条に基づく勤
労権を保障するため、ナショナルミニマムと
しての職業紹介、雇用保険、雇用対策を全
国ネットワークにより一体的に実施してい
る。

　各種助成金について、省令や実施要領に
基づき、一定の民間職業紹介事業者による
紹介等により雇い入れを行った事業主につ
いて助成金の支給対象としているものや、公
共職業安定所長が安定した職業に就くこと
が著しく困難であると認めた者を雇い入れた
事業主について助成金の支給対象としてい
るものがある。

求人・雇用につながる事業主への「若年者等正
規雇用化特別奨励金」など、各種助成金の対象
機関に公的就労支援機関、民間事業者を含め
るよう求める。

①現状
事業主がハローワークに求人し、若年者等の人材を新たに雇用した場合には、事業主に助成金等が支
給される。（例：年長フリーターや内定を取消された学生を雇用した中小企業に100万円を支給する「若
年者等正規雇用化特別奨励金」など）
地方公共団体の就労支援機関やその委託を受けた民間事業者等では、企業の人材確保に関する相談
等にもきめ細かく対応しながら求人開拓等を行っているが、これら民間事業者を活用した求人企業のほ
とんどが、助成制度の対象とらない。
②問題点
事業主が効果的な人材確保のための自社ＰＲ方法などのコンサルティングなどを受けながら助成制度
も活用できるとなれば、求人に対する相当のインセンティブが働き、求人の拡大につながると予想される
が、実際には、ハローワークへの求人しか助成を受けられないため、事業主の求人意欲喚起を阻害し
ている。
③解決策
ハローワーク及びハローワークで取扱う助成制度の企画立案機能を府に移管する。もしくは、各助成制
度の実施要綱の要件を緩和し、地方自治体の就労支援機関や民間事業者による求人開拓、雇用斡旋
したものも助成金等の対象とする。
④効果
地方自治体の就労支援機関や民間事業者に対する求人情報が増加することで、マッチングの確率と事
業主の利便性の向上、労働市場の活性化が図られる。

解決策の
前段：C
解決策の
後段：C（一
部：D）

解決策の
前段：Ⅰ・
Ⅲ
解決策の
後段：Ⅲ・
Ⅳ（一部：
－）

ハローワーク
の地方移管

0
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4
3
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右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。
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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由
措置の分

類
措置の内

容
各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 プロジェクト名

提
案
事
項

管
理
番
号

提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係官庁

090500
保育サービスへの民間参入促進
のための施設整備補助対象の拡
大

『平成20年度子育て支
援対策臨時特例交付金
(安心こども基金)の運
営について』の別紙「安
心こども基金管理運営
要領」<第4次改正　21
文科初第820号雇児発
0331第3号　平成22年3
月31日>

「安心こども基金」の中の保育所緊急整備事
業において、整備対象施設の設置主体（事
業者）は社会福祉法人、学校法人、日本赤
十字社又は公益社団法人、公益財団法人、
特例社団法人若しくは特例財団法人となっ
ている。

企業等の参入促進のため、施設整備補助対象
を拡大する。(学校法人、宗教法人等)

①現状
女性の社会進出、経済状況の悪化に伴う共働き世帯の増加、就労形態の多様化やひとり親家庭の増
加等に伴う保育ニーズの増大と多様化に対応するため、新たな保育制度の構築が求められている。現
在国の社会保障審議会少子化対策特別部会において、検討が進められているが、特区認定により全
国に先駆けて実施するもの。
②課題
・企業等が参入する場合の負担軽減策(施設整備補助対象の制限等)が不十分である。
③解決策
・企業等の参入促進のため、施設整備補助対象を拡大。(学校法人、宗教法人等)
④効果
保育所への入所を希望する児童が全て入所可能となる待機児童ゼロ化など、出産・育児後に働きたい
全ての人が仕事に復帰できる保育環境を実現。

C Ⅲ

「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（平成２1年１２月８日閣議決
定）等に基づき、幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括
的・一元的なシステムの構築について検討を行う「子ども・子育て新システ
ム検討会議」が設置されたところ。この会議において、株式会社・NPO・社
会的企業も含めた更なる参入促進を図るべく、施設整備の補助の在り方
についても制度設計の中で検討することとしている。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

「子ども・子育て新システム会議」において、幼保一元化を含む新た
な保育制度が検討されており、関連する法整備を経て平成２５年度
施行とされている。制度目的には、全ての子どもへのサービス提
供、多様なニーズに応じたサービスが提供可能な環境を整備、利用
者が選択できる給付を保障することが掲げられており、数多くの待
機児童を抱える現状からみても、サービス提供体制の充実は喫緊
の課題である。制度全体の結論を待つのでなく、現行の施設整備補
助制度における参入障壁を撤廃することはぜひとも必要であり、先
駆的に大阪府内で特区として認定されたい。

ｃ Ⅲ

前回の回答のとおり、「明日の安心と成長のための緊急経済対
策」（平成２1年１２月８日閣議決定）等に基づき、幼保一体化を含
む新たな次世代育成支援のための包括的・一元的なシステムの構
築について検討を行う「子ども・子育て新システム検討会議」が設
置されたところ。その検討の中で、株式会社・NPO・社会的企業も
含めた更なる参入促進を図るべく、施設整備の補助の在り方につ
いても制度設計の中で議論することとしている。
よって、現段階でご指摘のような特区制度による先行した取り組み
の実施を行うことは適切でない。
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090510
全ての保育サービスの応能負担
化

児童福祉法第56条③、
④、⑩

『保育対策等促進事業
の実施について』< 終
改正　雇児発第
0603002号　平成21年6
月3日>

放課後子どもプラン推
進事業実施要綱

事業を実施するために必要な経費の一部に
ついて、自治体・実施施設等の裁量で保護
者負担を設定することができる。
病児・病後児保育事業については、加えて
病後児対応型の低所得者減免分加算制度
を設けている。

・保育料控除制度の創設など保護者負担の軽
減策の拡充。
・全ての保育サービスの応能負担化(一時預か
り、病児・病後児保育、放課後児童クラブ等)

①現状
女性の社会進出、経済状況の悪化に伴う共働き世帯の増加、就労形態の多様化やひとり親家庭の増
加等に伴う保育ニーズの増大と多様化に対応するため、新たな保育制度の構築が求められている。現
在国の社会保障審議会少子化対策特別部会において、検討が進められているが、特区認定により全
国に先駆けて実施するもの。
②課題
・保育料について、所得に対する負担が大きい。
・一時預かり等の利用料について、所得にかかわらず一律負担となっている。
③解決策
・保育料控除制度の創設など保護者負担の軽減策の拡充。
・全ての保育サービスの応能負担化(一時預かり、病児・病後児保育、放課後児童クラブ等)
④効果
保育所への入所を希望する児童が全て入所可能となる待機児童ゼロ化など、出産・育児後に働きたい
全ての人が仕事に復帰できる保育環境を実現。

D

各事業については、各実施要綱において事業を実施するために必要な経
費の一部を保護者負担とすることができると定めており、各自治体・実施
施設等に対し、地域の実情に応じた適切な利用料の設定をお願いしてい
るところである。
なお、保育料については、児童福祉法において、市町村が「保育の実施に
要した費用を徴収した場合家計に与える影響を考慮し、児童の年齢等に
応じて定める額」を徴収することができると規定されている。
また、病児・病後児保育事業については、交付要綱において病後児対応
型の低所得者減免分加算を認めている。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

現行制度上、各事業実施要綱に「事業を実施するために必要な経
費の一部を保護者負担とすることができる」とされている。しかし、実
態は市町村が保護者負担の軽減を図る観点から、低廉な利用料を
設定し、かつ、国庫補助単価が実態に見合っていないことから、市
町村において超過負担が発生している状況である。(20年度実績：
120%～158%)このため、新たな制度の検討にあたっては、財政面で
も実態に配慮した制度となるよう、特段に配慮されたい。

D

現行制度では、各事業の実施要綱において事業を実施するため
に必要な経費の一部を保護者負担とすることができる定めており、
各地域の実情に応じた適切な利用料の設定をお願いしているとこ
ろである。
なお、幼保一体化を含めた新たな次世代育成支援のための包括
的・一元的なシステムの構築の議論を行う中で、制度・財源・給付
の在り方についても「子ども・子育て新システム検討会議」におい
て検討することとしている。
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090520
保育所の設置認可、運営基準、
指導権限等の市町村への委任

児童福祉法第24条<保
育の実施主体>、35条<
設置認可>、45条< 低
基準>、46条<立入・検
査・改善命令・事業停止
>

『児童福祉施設等 低
基準』< 終改正 厚生
労働省令第37号　平成
21年3月16日>

保育の実施主体は市町村にあるが、保育所
の設置認可、指導権限は都道府県にある。
また、職員の配置、設備の基準等の 低基
準は国が定めている。

・施設整備・運営の基準を定める権限を保育の
実施主体である市町村に委任。
・施設の設置認可、指導権限を市町村に委任。
・施設整備と保育サービスの実施に要する経費
を税財源により市町村に移譲。

①現状
女性の社会進出、経済状況の悪化に伴う共働き世帯の増加、就労形態の多様化やひとり親家庭の増
加等に伴う保育ニーズの増大と多様化に対応するため、新たな保育制度の構築が求められている。現
在国の社会保障審議会少子化対策特別部会において、検討が進められているが、特区認定により全
国に先駆けて実施するもの。
②課題
・施設整備や運営に関する基準が、全国一律の制度である。
・保育の実施主体は市町村であるにも関わらず、施設の認可・指導権限は都道府県にあり、施設整備
やサービス提供に必要な財源は国・都道府県及び市町村が法定負担する仕組みである。
・市町村域内においても、地域偏在などで需要と供給のミスマッチ現象がみられる。
③解決策
・施設整備・運営の基準を定める権限を保育の実施主体である市町村に委任。
・施設の設置認可、指導権限を市町村に委任。
・施設整備と保育サービスの実施に要する経費を税財源により市町村に移譲。
④効果
保育所への入所を希望する児童が全て入所可能となる待機児童ゼロ化など、出産・育児後に働きたい
全ての人が仕事に復帰できる保育環境を実現。

C Ⅰ

市町村については、財政規模や人員が十分でない場合も多く、特に小規
模自治体においては、社会福祉会計等の専門的知識を有する人材の確
保等が難しく、財政的・人材的に多大な負担を強いることになると考える。
そのため、国が全ての市町村に一律に権限を移譲してしまうのではなく、
事務処理特例の制度を活用し、各市町村の意向を踏まえて、対応すべき
と考える。
なお、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（平成２1年１２月８日閣
議決定）等に基づき、幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための
包括的・一元的なシステムの構築について検討を行う「子ども・子育て新シ
ステム検討会議」が設置されたところ。この会議において、保育所設置の
認可、国と地方を含む保育制度の改革については検討することとしてい
る。

右の提案主体か
らの意見を踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

大阪府は、「大阪府福祉行政事務に関する事務処理の特例に関す
る条例」に基づき、保育所の設置・認可・指導監督に関する権限等
を、市町村の意向を踏まえ委譲を進めてきた。(22年度末、39市町村
中15市町予定)今通常国会にて審議される「地域主権改革推進一括
法案」において、 低基準を定める権限を都道府県・政令・中核市
に条例委任するのでなく、市町村に条例委任が可能な法体系とする
とともに、設置・認可・指導監督権限の市町村への委譲又は条例委
任と、施設整備及び保育サービス提供に必要な財源について、市町
村に税財源として移譲することを併せて検討されたい。

ｃ Ⅰ

保育所の設置・認可・指導監督等については、指定都市、中核市
が一定の行財政基盤を有しており、相応の規模能力があるものと
されているため、大都市特例として事務を処理できるとしているとこ
ろ。
　都道府県等の支援等があったとしても、基礎自治体については、
財政規模や人員が多様であるため、特に小規模自治体において
は、社会福祉法人会計等の専門的知識を有する人材の確保等が
難しく、財政的・人材的に多大なる負担を強いることになると考えら
れる。
　そのため、国がすべての市に一律に権限を移譲してしまうのでは
なく、各々の市自身が、その財政基盤や体制を踏まえながら方針
を整理しつつ、その意向を踏まえて都道府県が判断し、事務処理
特例の制度を活用したうえで、都道府県が基礎的自治体に対し引
き継ぎを行うべきと考える。
　なお。権限、財源の在り方については、子ども・子育て新システ
ム検討会議において、幼保一体化を含めた新たな次世代育成支
援のための包括的・一元的なシステムの構築の議論を行う中で検
討することとしている。
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